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特集

教員養成における病弱教育

一教員養成で病弱教育として何を学ばせるべきか一

島 治伸（徳島文理大学人間生活学部心理学科）

今号ではこうした状況を背景として、病気の子

どもの教育を担当する教員に何を期待し、何を学

ばせるべきかを、 「教員養成の充実」に向けて考

える、という視点から捉える必要があると考えた。

そのため、今後の特集では、幅広い立場の方の自

由な論による寄稿で多角的に構成している。

武田先生や平賀先生には、実際に教員養成をし

ている大学の研究者として、 また、長年病弱教育

の現場で実践をされてきた先生として古賀先生、

小川先生、木村先生、そして同じく経験豊富な全

国病弱教頭会長の榊先生、あるいは、通常の学校

を含む複数の学校種を経験されてきた退職校長で

ある大場先生、一方、病弱教育を医師の立場で傍

らから見つめてこられた多田羅先生、 自ら病弱教

育を受けてきた経験のある教員として活躍されて

いる中島先生。それぞれに、病弱教育との関わり

は違っているが、それぞれの思いのこもった論と

なっているのも特徴であろう。是非じっくりとご

一読いただきたい。

さて、私自身は、認定講習や集中講義はともか

くとして、養護教諭や栄養教諭の養成にも関わっ

ている。また、県や市の特別支援教育に関わる仕

事もしている。それらの中で、以前から主張して

きた学校保健や地域保健と病弱教育との有機的な

連携をより一層痛感し、そのための模索も始めて

いる。したがって、個人的な意見をここに述べさ

せて貰うならば、病気の子どもの教育を担当する

教員に、学校保健や地域保健に関する知識とスキ

ルを持たせられる、教員養成の取り組みの必要性

を感じている。

ともあれ、本号の特集を通じて、病気の子ども

の教育を担当し、特別支援教育の時代を担うる教

員に、何を期待し何を学ばせるべきなのかを、会

員それぞれが改めて考えてみて貰えることに期待

している。

本年度より､学校教育法の一部改正等によって、

特殊教育制度（盲・聾･養護学校、特殊学級体制）

から、特別支援教育制度（特別支援学校、特別支

援学級体制）に、本格的に移行した。 「21世紀の

特殊教育の在り方」や「今後の特別支援教育の在

り方」の報告から中教審の審議を経て、養護学校

義務制以来培われてきた体制の発展として、新た

な枠組みがスタートしたわけである。

多くの自治体では、複数の障害種に対応した特

別支援学校の設置や新たな枠組みでの通級による

指導など、それぞれの地域の実態に沿った再編が

進められている。いわば、地域の実態に即した、

より具体的な特別支援教育体制の整備が進んでい

るわけである。

これは、病弱教育についても例外でなく、むし

ろその渦中にあると考えなければならない。例え

ば、県内の全ての特別支援学校を全障害種に対応

すべく動いている自治体、心身症等の子どもたち

を病弱教育の中心として位置づけようとしている

自治体、発達障害の二次障害による児童精神科の

子どもたちに職業指導を行おうとしている自治体

など、病弱教育にさまざまな対応が迫られている

のも事実である。同時に、病弱教育にかかわって

も、特別支援学校の地域のセンター的な役割を持

つ専門機関としての位置づけが、大きな課題のひ

とつとなっている。

一方、複数の障害に対応できる特別支援学校へ

の移行に伴う、教育職員免許法の一部改正によっ

て、教員免許制度も新たにスタートをした。大学

等の教員養成機関でも新たな枠組みで動き始め、

国や自治体による現職教員の専門性向上も進めら

れている。また、病弱教育の専門性の問題につい

ては、 「育療」や他の専門誌でも何度か取り上げ

られており、会員諸氏にとっても興味のあるとこ

ろであろうと推察している。
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特別支援教育を支えるもの

大場仁史（元山口県立豊浦・下関養護学校長〔山口．・メディカル学院参事〕）

私と特別支援教育との出会いは、平成ll年4月

に教頭として知的障害養護学校への転勤に始ま

り、病弱・知的障害養護学校の校長を各2年計7

年間で終わる。いきなり教頭と特別支援教育とい

う現実に直面し、わからないこと、戸惑うこと、

不思議なことにたくさん出会い、教育とは何か、

これまであまり考えもしなかったことを考えざる

を得なかった。 「(教育内容等)すべてが異なるが、

(育てることには）何も変わらない」というのが

単純な感想である。以下、特別支援教育を支える

ために蓄えておきたい内容を、教育内容、教員の

資質、必要と感じた知識等として記した。短期間

であり授業者ではない立場からの視点なので、異

論や批判もあると思われるがお許しのうえ御教示

いただきたい。

流があるものと期待してきたが、新着任者への説

明が十分でなかったり、行事の開始時間はルーズ

であったり、子どもの実態把握も不十分と感じた

りした。そんななかで改めて教員に求められる姿

勢として

○一人の人としての人権を尊重できること

○法を知り守ること

○理論的に組み立てられること(学ぶことを含む）

○人の情を豊かに理解できる感性

が必要であると強く感じた。私は、相手から発信

されるものをできるだけ多く正確に受け止めるよ

うに努めることから始めた。

(2)子どもたちを理解するために必要な知識・技能

特別支援教育に一般校から飛び込める教員には

敬意を表したい。私にはこれらの予備知識が全く

なかったからである。赴任して新着任者に限らず

手引き書が必携であると痛感したが、そんなもの

はどこにもなかった。必要と思われる内容を集め

始めていくうちに資料集ができた。以下はその一

部であり、項目のみ列記する。

①障害、病弱・虚弱等の各障害の定義及び法に関

する知識

②主な疾病や障害に関する知識

③脳科学、一般的な成長･発達過程（感覚、感情、

言語、運動能力等）

④認知の方法（言葉、数、記憶、感情、コミュニ

ケーション等）

⑤摂食・排泄・介助等の指導方法

(3)指導力を発揮するための技能

広い知識も必要だが一つの内容を深めることが

重要でそこから見える子ども像がある。

①子どもの理解（実態把握）の仕方と訓練方法

視聴覚の検査、心理的検査法、子どもが困って

いることを見抜く力やチェックリストの知識。こ

の他に言語、数唱、感情、運動等についての訓練

方法。運動については、健康の保持と体力をつけ

る、心理解放等の面があり、肥満対策や卒業後の

1 障害のある子どもの身に付けさせたい教

育内容は、次の項目と考えている。

(1)生命の維持・健康等に関すること

生命の維持(摂食､排泄､介助等)､健康の保持(洗

面、歯磨き、入浴等)、危険の回避（予測の能力)、

適度な運動能力

(2)社会性に関すること

コミュニケーション（非言語、言語)、感情・

感覚（喜怒哀楽）の表現と理解、他人とのつきあ

い方（挨拶、社会的な慣習等)、買い物、交通機

関の利用

(3)教科学習に関すること

授業を受ける態度の確立、国語（聞く、話す、

読む、書く）、算数･数学（数、お金の計算、時計）

(4)趣味に関すること（余暇の活用）

2これらの指導に当たる教員に必要な資質

は、 「心、知識、指導力」と考えている。

(1)特別支援教育に取り組む姿勢(｢j心｣）について

「特別支援教育は教育の原点である」と言われ

て、一般校ではもはや失われかけたきめ細かな交
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長期休業中の家庭生活のリズムを崩さないよう

にするために、 「個別の教育支援計画」と同様な

形式で保護者がある程度の責任をもてる内容を休

業前に担任と協議して作成し、成果は休み明けの

懇談によった。子ども達には学習も取り入れるよ

う指導し、教員には課題を課すように求めた。積

極的に取り組んだ子どもや保護者からは好評であ

り、教員も休業中の生活を大まかに把握できるよ

うになった。

また、病棟生の休業中の検診期間にあわせて寄

宿舎を開き多くの生徒の登校指導も行った。状況

の確認と生活リズムの引き締めを行うことができ

た。

(5)亡くなった子どものお別れ式について

養護学校では重度化が進み、在学中に亡くなる

こともある。お別れ式を行うといったら死の影に

内心怯えているものに改めて死の怖さを思い出さ

せるのかと反対意見が出たが、私たちは何人とい

えども死の怖さから逃れることはできない、だか

らこそ精一杯生きることが大切であり、多くの人

によって支えられ生かされていることを認識すべ

きいい機会にしてほしいということで実施した。

他の保護者や看護師の参列もあり子ども達による

お別れ式は子どもたちにも心に残る式となり、最

初の危倶も払拭できた。

(6)新着任者への説明会及び資料集の作成

新着任者には、学校要覧や資料集をもとに3月

末の引継時には特別支援教育の概要､4月始め(6

日まで）には介助、摂食、動作法、感覚統合等専

門的な知識の導入部分の説明会（実技を含む）を

もった。担任の引継にはビデオ（保護者了解） も

活用できるようにした。資料集の主な内容は、発

達の遅れ･障害、障害児の特性、病弱教育の歴史、

法的制度､教育措置､教育課程､指導技法等である。

趣味、気分転換を促すなどの観点からもっと科学

的に取り組むべきである。

②子ども同士の関係作り

子どもの社会性は会話だけに限定せず共同作業

やゲーム等を通じて育てる方法。

③校内及び関係機関とのチームの作り方（実態把

握、情報交換、研修等）

専門家を交えての教育相談や授業改善(KAB

C理論、動作法等）に向けての取り組み方。

3改善してきた内容例

(1)個別の教育支援計画の活用と通知票との整合性

従来の通知票を個別の教育支援計画をベースに

し学期ごとに目標・指導の手だて・評価を記入す

る様式にした。保護者懇談会の前日までに渡し意

見交換ができるようにした。保護者は支援計画を

身近に感じるようになった。

また、休業中の施設利用者には個別の教育支援

計画を持参するように勧めて活用できた。

(2)校内及び関係機関との連携

寄宿舎・施設・病棟が設けられた学校では、各

担当者が4月に指導方針、各学期末に到達度等の

意見交換を行うこととした。子どもの状況やそれ

ぞれの立場もより理解でき協力体制が強固になっ

た。相互訪問や情報交換、研修会への参加も気軽

にできるようになった。

病弱者に限らず、通院している子どもの主治医

との正確な情報交換と連携は不可欠である。受診

時に医師・保護者・教員. （本人）が協議の時間

をもつ方法が時間、経費、守秘義務も考慮され意

義があった。児童相談所との連携と意思疎通が急

務と感じている。

(3)連絡帳の統一

学校と家庭、外部機関と家庭と2冊あった連絡

帳を統一して子どもの24時間が一冊でわかる様式

にした。平日は1日1ページで長期休業中は1週

間分を1ページと簡略化した。子どもの一日を関

係者が把握し共有できるようになり、一貫した指

導がしやすくなった。特別な連絡は冊尾の封筒に

入れることにした。

(4)長期休業中の家庭での過ごし方について

今後のノーマライゼーションや早期発見の重要

性を考えると人権教育や各教科で「心身の成長」

や「障害」について教えるだけでなく、十分な配

慮のうえにふれあう機会を増やすなどの工夫が必

要であると思う。
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病弱教育担当教員の専門性

一校内研修の取り組みから一

榊 忠幸（長崎県立桜が丘養護学校）

1 はじめに

私は病弱教育に携わって13年間になる。現勤校

に最初は9年間、転勤後に再度赴任し、現在4年

目である。当初、本校の児童生徒は、筋ジストロ

フィ－や小児喘息、腎臓・心臓病の慢性疾患等を

中心とする病気の子どもたちが隣接する病院へ入

院しながら学習の日々を送っていた。ところが、

現在では隣接病院の小児科廃止等に伴い、通学生

がほとんどで病気の種類も多様化している｡また、

本校は今年度から病弱児に加え、肢体不自由児を

対象とする特別支援学校として新たにスタートし

たところである。

このような現状は、病弱教育を担う多くの学校

にも同様に見受けられ、病気の多様化や医療技術

の進歩、医療体制の変化などにより学校現場は大

きく変わってきている。一方、病弱教育担当教員

へ求められる専門性に触れると、 まず国や地方自

治体からは教師の「専門性」について多くのこと

が求められている。 しかし、 「専門性」というこ

とばの意味を現場の教師がどのように捉えている

のか、 また、その必要性を十分に理解して病気の

ある子どもの教育を実践しようしているのか、学

校現場の管理職の立場として大きな責任を感じて

いる。同時に、本校教師一人ひとりの意識の高ま

りや専門性の向上を目指す姿勢を期待している。

一般に、特別支援学校の教師の専門性には、教

科指導の専門性、特別支援教育の専門性、教師と

しての専門性（人格を含む人間性等）があり、絶

えず向上心をもって研修に励むことが使命とされ

ている。その研修の場として、各学校では現職研

修を行う校内体制を整備して積極的に進めていか

なければならない。

このようなことを踏まえ、本校が3年前から実

施している病弱教育担当教員としての専門性や、

特別支援教育推進に関わる専門性の向上を目指し

た校内研修の取り組みを簡単に報告し、病弱教育

における「専門性」についての私見を述べてみた

いo

2本校の校内研修

(1) これまでの取り組み

学校で行われる現職研修は､一般研修をはじめ、

専門研修、初任者研修、経験者研修、若手教職員

研修などの様々な研修と校内研究が年間を通して

実施されている。本校では、そのような校内研修

の中に「全体研修」を20本以上位置づけ、その他

の研修、毎月の校内研究を含めて年間計画に基づ

き実施しており、 「研修」と言われるものを総数

にすると、毎週何らかの研修を実施している状況

になる。今回は「全体研修」の中から、 とくに病

弱教育に関する「専門性」をテーマにした主な研

修を挙げることとする。

①病状等情報交換会（病気､障害に関する研修）

②自立活動研修会（自立活動理論、指導技術理

論、指導法実技）

③重度重複児研修会（障害児発達理論、医療的

ケア、指導法実技）

④検査法研修会(田中ビネーV､WISC－Ⅲ他）

⑤特別支援教育研修会（センター的機能、コー

ディネーターの役割）

⑤発達障害研修会（発達障害理論、発達障害児

の支援）

⑥福祉に関する研修会（障害自立支援法、福祉

サービス）

※研修内容によって外部講師を招聰して実施

している。

(2)成果と課題

この3年間の病弱教育に関する｢専門性｣をテー

マにした校内研修の取り組みの成果と課題を、学

校での指導場面を通して本校職員の姿などから以

下のようにまとめてみた。

①成果
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本校の取り組みが病弱教育で強く求められている

｢専門性」であるかということは、研修内容から

すると病弱教育担当教員の基本的な要素として当

然身につけておかなければならないものである。

また、特別支援教育においても一般的な研修とし

て多くの学校が同様に取り組んでいるものばかり

である。

しかしながら、学校現場においては、当然のこ

ととして、いろいろな分野からも専門性の必要性

が叫ばれている現状であるが、実際は、その「専

門性」を培う土壌や基盤がしっかり構築されてい

るかというと筆者自身に大きな不安がある。とく

に今回筆者は、本誌の第32号、第37号から「病弱

教育担当教員の専門性」に注目し、学校現場から

の声も伝えることが必要であると認識し、その現

状を振り返ることで今後の課題を浮き彫りにした

いと考えている。

病弱教育担当教員の専門性は、山本(2004b)

の病弱養護学校教員への調査結果から、①病気に

ついての知識、教科の指導力、 自立活動の指導力

等知識・技術・指導力、②共感的態度、教師とし

ての使命感等の精神面、③他の教師や保護者、医

療関係者等との協調性等が必要であることが述べ

られており、病弱教育に携わる教師一人ひとりが

努めていかなければならいものと考える。このこ

とを踏まえ、いざ学校組織として進めようとする

場合に運営する側の悩みとして以下のようなこと

がある。

・教員の専門性は、養成・採用・研修を通して

高められるが、教員養成においては、病弱教

育教員の養成課程や講座がある大学が全国的

に少ない。そのことから、新規採用者で病弱

教育についての学修が十分な教員は限られて

いる。

・近年は、病弱教育の学校へ長期に在職する教

師が少なく、短期間で転出入する傾向が見ら

れる。

・自立活動を指導する場合に、 自立活動専任の

ような立場で実践を積み重ねた指導力のある

教師が現場には少数である。

これらは、学校現場ではなかなか解決できない

課題であり、制度的な縛りもあるが、教員の専門

・児童生徒一人ひとりの病状や障害の状態に、

多くの教師が細かく配慮しながら対応しよう

とする様子が学校生活全般で見られるように

なってきた。

．特別支援学校の教育課程における独自の編成

領域である自立活動の指導内容、指導法等を

工夫しながら、一人ひとりの実態に応じた指

導の展開に努めようとする意識の高まりが見

られてきた。

・心理検査法等の知識・技術の習得に積極的に

取り組み、児童生徒の発達段階や特性、行動

面での不適応等を客観的に把握して指導力を

つけようとする意識が高まった。

．特別支援教育を取り巻く環境を社会全体の中

でとらえ、教師一人ひとりが広い視野に立っ

て理解し、その役割を認識するようになって

きた。

・カウンセリング等の知識・技術を児童生徒と

の関係づくりに活かそうとして、指導の実践

では共感的態度で対応する場面が多く見られ

るようになった。

②課題

・病気一つ一つの治療方法、予後、 日常生活や

教育上の配慮事項を正確に把握し、 より適切

な教育を展開できる力量が今後も望まれる。

・児童生徒一人ひとりの病気や障害の状態に応

じた指導には、教師の「子どもを見る目」の

専門性として、 「見る、観る、看る、診る、

視る」などの実践力を養うための研修を積み

重ねるとともに、幅広い分野での研修が求め

られる。なかでも、自立活動の指導について

は、知識・技術等のより専門性の高い指導力

が必要不可欠である。

・すべての教師に実践力があり、専門性の高い

指導を展開するには、組織的な研修体制をよ

り強化することが必要である。

．特別支援教育においては、学校組織としての

専門性を進展させていくことが重要である。

3まとめ

さて、ここで前述した本校の校内研修の取り組

みから「専門性」について考えてみたい。まず、
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性にはかなり弊害となるものと考える。

最後に、筆者自身、病弱教育、肢体不自由教育

の自立活動に長く携わった者からすれば、学校組

織の改善や後輩の育成などに責任や使命があるも

のの、なかなか思うようにいかない現状がある。

これらの解決策には､学校組織における「専門性」

の構築と継承に加え、制度的なことも再考するこ

＜引用・参考文献＞

山本昌邦(2004b)病弱教育担当教員に必要な専

門性と研修、育療、 30,49-53．

山本昌邦(2005)特別支援教育と教員の専門性、

育療、 32， l-4.

笠原芳隆（2007）病弱児の理解推進・病弱教育の

充実に向けた教員養成・教員支援について、育

療、 37，2－5．

肢体不自由教育の基本と展開、肢体不自由教育シ

リーズ1、 日本肢体不自由教育研究会監修、慶

とが重要であると思われる。

應義塾大学出版会

－6－



病弱教育に携わる教員の専門性の向上を目指して

一病弱養護学校の立場から一

古賀眞理（福岡県立福岡養護学校）

はじめに

私は、福岡県立唯一の病弱養護学校として開校

した古賀養護学校に昭和49年～51年、福岡県教育

センター病弱研究室に昭和62年～平成4年・平成

ll年～12年、 また、古賀養護学校に平成13年～18

年まで､計18年間病弱教育にかかわってきました。

古賀養護学校開校当初の病弱教育対象児童生徒

の90％が亡国病とまでいわれた結核でした。昭和

54年度養護学校義務制になり、重症心身障害児

(者)病棟に入院している重度･重複障害児が増え、

現在は、心身症や精神疾患等の児童生徒が一番多

くなりました。

このように病弱教育にかかわってから、 30数年

の間に、医学の進歩や社会の変化等により、病弱

教育対象児童生徒の病類、実態が大きく変わり、

また、長期療養生活をする児童生徒がほとんどい

なくなり、短期入・退院を繰り返すようになって

きました。

しかし、どんなに対象の児童生徒がかわってき

ても、いつも目の前にいる重い病気を背負いなが

ら、学校生活を過ごす一人一人の児童生徒に対し

て、どのような学校生活を送らせるのか、そのた

めに病弱教育に携わる教師としてどんな専門性を

身に付けておかねばならないのか問い続けてきま

した。このことは､児童生徒が目の前にいる限り、

ずっと問い続けなければらならい教師の責務だと

思っております。

専門性とはなんなのか難しいようです。私もいま

だに、病弱教育の専門性とはなにかよくわかりま

せん。今から述べる①一人一人の実態に応じた授

業づくり、②共感的かかわり、③保護者、医療、

関係機関等との連携、これら3つのことは、専門

性ではないかもしれませんが、長い病弱教育のな

かで、私が一生懸命実践してきたこと、大切にし

てきたこと、研究や研修したことです。

(1)一人一人の実態に応じた授業づくり

まず、子どもの病歴や病識を理解したり、学習

空白や前籍校等の実態（出席状況、学習状況、学

力）を把握しました。また、体調によって、どれ

だけの授業時数が確保できるのかについても、あ

る程度の見通しをもって、個別の指導計画を作成

しました。近年、子どもの病気が、重度・多様化

しており、少しでも多くの基礎学力を身に付けさ

せたい子ども、学力をつける以上に楽しい思い出

をいっぱいつくってあげたい子ども、社会自立を

めざし、たくましく生きる力を身に付けさせたい

子ども等様々です。

病気の異なった子どもを担任するごとに､まず、

その子どもの病気について十分な理解をし、その

子どもにとって、 よりよい授業を目指し、適切な

かかわりや教育環境、教育内容、指導方法等につ

いて、 自ら研修を重ねていく中に少しずつ実践力

が高まってきました。それでも、わずかな授業時

数では足らず、安静第一の子どもたち（結核や腎

炎・ネフローゼ）に、安静中や消灯後にも勉強で

きるように、暗記ものや覚えてほしい内容を吹き

込んだテープをこっそり渡したりもしました。ま

た、昼休みに、子どもたち（気管支ぜんそく） と

乾布まさつや喘息体操、水泳（温水プール）を一

緒にしました。

ともあれ、一人一人の子どものニーズに応じた

授業は、子どもたちの病気回復・改善にどれだけ

一生懸命に､子どもと一緒に取り組もうとするか、

1 病弱教育の専門性

上述のように､長い間病弱教育にかかわる中で、

いつも、若い教師に「他の学校に転任するときに

は、病弱養護学校のおみやげ、つまり 「専門性」

をもっていかれるようにがんばりなさい」と言い

続けてきました。すると、ほとんどの相手の教師

は、 「病弱教育の専門性とはなんですか」と聞き

出してきます。他の障害種と違って、病弱教育の
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教師自身の意欲にかかっています。

(2)共感的かかわり

初任校で、知的障害特殊学級の担任を3年間経

験した後、病弱養護学校に転任しました。小児病

棟や結核病棟、重心病棟に、おおぜい入院してい

る子どもたちを初めて訪問し、子どもたちの大半

が親に甘えたい盛りの乳幼時期から、 また、県外

から入院していることを聞かされ、そのときの私

の気持ちは表現することができないほどでした。

苦しい、寂しい、悲しい、痛い、悔しい…こんな

思いを小さな胸にいっぱい詰め込んで闘病生活し

ている子どもたちにどんなかかわりをして一緒に

生きてていけばよいか探し求め、必死で病弱教育

に関する文献を読みあさりましたがなかなか見つ

けることができませんでした。結局、子どもたち

から学びました。それは、 日々体調によって変わ

る子どもたちの思いを共感することです。

担任して、二ヶ月頃たったある日、 3歳から血

友病で入院している小4年生A児のベットサイド

にいったとき、病室に入るなり、本やおもちゃな

ど枕元にあるものを私をめがけて次々になげつけ

てきました。私はA児にかけより、 しばらくの間

A児をしっかり抱きしめました。何年たっても学

校に通学できない悔しさをぶつける対象に私を選

んでくれたことが、私の病弱養護学校での初めて

の喜びでした。この子どもたちに「がんばれ」の

声かけは禁句でした。発作でもがき苦しんでいる

子どもには、背中をさすりながら「苦しいね、苦

しいね」と、その子どもが声を出すことができた

ら、言うだろうことばをやさしくかけつづけまし

た。悔し涙を一緒にながしたこともよくありまし

た。A児は中学部卒業後、専門学校に進学しまし

たが、その後、連絡がとだえ、薬害によるエイズ

にかかっているのではないかと思うなどして、私

の方から連絡をする勇気がありませんでした。す

ると、彼から結婚の招待状がとどき、元気で、幸

せいっぱいの新郎の姿を見たとき、あふれてくる

うれし涙をこらえることができませんでした。

(3)保護者、医療、関係機関等との連携

我が子が重い病気をもっていることがわかり、

たいへんな心的ショックを受け、慢性、あるいは

進行性の病気の子どもをもつ親ほどそのショック

や感情の混乱が大きかったようです。その親の思

いをよく聞き、親の悲しみや不安、それに絶望的

な感情をあたかも自分自身のものであるかのよう

に感じ取り、共にその感情を分かち合いました。

さらに、子どもの体調の変化に応じて、親は一喜

一憂し、感情が混乱しがちで、いつも親への共感

的態度で接していました。また、入院に伴う親子

の分離によって、親としての役割の喪失感を抱い

ている保護者に対しては、毎日のように子どもの

様子を載せた学級通信を送り続けました。このよ

うに家族と信頼関係をきづくことはもちろん、病

院との連携を密に取り主治医と携帯で連絡しあう

ほどの関係をとれるようになることも大事でし

た。

おわりに

多くの母親は、子どもが幼ければ幼いほど、子

どもの病気は自分の責任であるという罪悪感を

もっています。白血病で亡くなったB生徒の母親

が、初盆のお参りをしたとき「これまで、この子

の1日後まで自分は生きておかればと思って看護

し続けてきました。しかし、いまだにあの子が天

国まで迷わずにいけただろうか、痛みはとれただ

ろうかなど考えて、眠れません｡」この我が子に

対する深い親の思いをしっかり忘れずに、子ども

たちと深く向き合ってきました｡」

また、子どもたちだけでなく、長い間、教員を

養成する立場にあり、 「重度・重複障害児の指導」

｢子どもの病気の理解とその指導」「不登校の子ど

もの理解」「病弱教育の授業」「病気の子どもの親

への援助」などの研修や数多くの研究に取り組ん

できましたが、これらは、病弱教育の専門性の一

部でしかないように思います。

「一日一日命を燃やし続けることに必死で生き

ている子どもたち、その家族とともに、悲しみ、

苦しみ、喜び、楽しみを分かち合え、共感できる

人間｣、 このことこそ病弱教育に携わる教師に求

め続けてほしいこと、これこそが「一番の専門性」

と思います。

そして、教員を養成できるのは、先輩の教員で

なく、病院で出会った子どもたちでした。 「生き

ることの厳しさ」「生きていることのありがたさ」
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生の授業は楽しい､病気のことが忘れられた」「病

弱養護学校があったから乗り越えられた」など、

子どもたちや家族の支えになれるように努力した

｢健康な人にとって当然のことが喜び・感動でき

る自分になれたこと」「苦しさに耐える力」…多

くのことを学びました。

これからは、子どもたちからもらった感動をエ

ネルギーにして、 「先生に出会えて良かった」「先

いと思います。
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院内学級における環境作りについて

一精神科病棟の場合一

木村浩司（札幌市立平岸高台小学校・平岸中学校のぞみ分校）

1 ．はじめに

特殊教育から特別支援教育への移行に伴い

｢LD，ADHD、高機能自閉症、 PDD」等、新た

な分野における教育の充実が期待される一方、児

童精神医学からの警鐘、 「不登校といわれていた

児童・生徒の中にも、少なからず広汎性発達障害

と思われる児童・生徒がいると考えられる1)」か

らも理解できるように、特別支援教育に求められ

るニーズは、今後より一層多岐に渡ってくるであ

ろう。

今回の「教員養成で何を期待し、何を学んで欲

しいか？」という、特集の原稿依頼を受け、本校

の現状、子供たちをどのように捉え・接している

かを述べ、 自戒を込めこの題について考えてみた

いと思います。

児施設の「のぞみ学園」に入所している児童・生

徒のための学校です。一つの校舎に平岸高台小学

校のぞみ分校と平岸中学校のぞみ分校が入ってお

り､通常両校合わせてのぞみ分校と呼んでいます。

小児病棟が開設された約30年前に分教室として出

発し、 1994年度に分校に移行している。現在の認

可学級は小学校2学級、中学校3学級となってお

り、指導上は3クラスの編成で行われている。

基本的に入院・入所している児童・生徒に限っ

ているため、 2～3か月で退院してゆく短期入院

の場合、在籍期間も同様に短期になっている。

またその症状は多岐に渡り、表12）クラス編

成では､その子の年齢や､障害圏､文化圏など種々

の事柄を考慮し、決められる。また、実際の指導

は個別で行うことも多い。

2．のぞみ分校の概要

本校は、精神科の病院である市立札幌病院静療

院の「小児病棟」に入院もしくは、第1種自閉症

3．児童・生徒の今までの生活を考える

しかし近年、不登校を主訴として入院してくる

児童・生徒が増えており、ほとんどの子供が不登

表1 入院患者診断カテゴリー別統計「小児病棟」 「のぞみ学園」
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診 断 名 ％
虐待を

認める
％

虐待を

認める

F2精神分裂病、分裂病型障害及び妄想性障害 2.7 ％

F4神経症性障害
F42強迫性障害

F45身体表現性障害

13.5

5.4

F5生理的障害 F50摂食障害 10.8 ％

F7精神遅滞 6.7

F8心理的発達の障害 F84広汎性発達障害 43.3 2.7％ 46.7

F9行動及び情緒の障害

F90多動性障害

F91行為障害

F94社会的機能障害

8.1

2.7

2.7％

2.7％

％

その他 ％ 6.7 ％



5．教員養成課程に在籍している方に学んで

きてほしい事

(1)実態把握のための基礎知識

ア．医学用語:特別支援教育における用語には、

精神医学の用語が一般的に使われている。その詳

細は教員の私が述べるところではないが、最低限

の知識は必要であろう。例えば、精神医学の診断

では、部位や病因･病理によってではなく 「行動」

によって障害を捉え、分けられていること(4)を

理解する必要がある。DSMやICDからの診断を、

勝手に「この子はADHDだからこういう状態な

んだ」また、普遍的なものとし「同じ診断の子が

いたから、同じように…」等と考えないためであ

る。

勿論担当する子供の診断名（障害）についての

知識・理解は必要である。

イ．心理学的知識：本校では、病院内の心理指

導課でセラピストによる発達・知能・性格･人格

等の各種検査が実施され、検査時の様子等も含め

た分析結果を、必要に応じそろえる事ができる。

一般の学校の場合では、各関係機関からの資料に

添付される検査の結果をどのように読み取るか等

の、知識は必要となってくるであろう。

その子の心理的発達が「遅れ」として現れてい

るのか「偏り」として現れているのか「歪み」と

して現れているのかを把握し、補うような実践へ

と繋げていかなければならない。

また、一定の方式に従って標準化された心理検

査･発達検査の中には実施の方法に確実に習熟し

ているという条件付ではあるが、わたしたちにも

実施可能なものが、いくつか挙げることができる
5）
O

ウ．行動（観察）記録に関する知識:本校では、

病院の看護記録に、毎日学校での様子を記入する

ため「フォーカスチャーテング」が用いられてい

る。子供におこった、介入・関わりが必要な出来

事に焦点を当てて(FOCUS)、その時の状態・状

況・情報(DATA) とその状況に応じて、実行・

介入した事実及び行為(ACTION)、 さらにその

結果・評価・反応(RESPONSE)を系統的に記

述する経過記録法である｡D)…A)･･･｡R)…。

等と記入する。これは一例であるが、毎日、そし

校を経験し入院・転入してくる。その状況は多様

であるが、結果として発達（社会的）段階の過程

で、何らかのつまずきを経験してしまう （倒れて

はいない)｡

いずれの場面かで、周りからの噺笑を受けるよ

うな失敗の経験をもち自信を失ってしまう。その

環境下で不適応状態になってしまう。親・周りか

ら登校を促され、本人の価値観の中で登校しない

事が負となってしまう等。現在の義務教育の中で

つまずいてしまっている。

したがって彼らにとり、登校し参加することが

可能な学校・学級が最良の教育の場であり、彼ら

もしくは保護者等が選択し転入するのではない限

り、私たちがその環境を作ってゆかなければなら

ないと考える。

また子どもたちは「のぞみ分校＝学校」と考え

登校してくることを考慮し、入院から転入までの

観察期間や登校の形態も個々にあわせている。

4．のぞみ分校における環境作り

環境作りには、以下の3点を踏まえ現在も模索

しながら進めている。

①保護と支持：問題行動が自他を傷つけてしまう

ことからの保護、不登校の罪悪感から守り、反

動形成の病理的な自己愛からも守る。

②心理的成長の機会の提供：長期間停滞していた

前思春期．思春期の発達の機会や心理的成長の

ための、場．人間関係・時間の提供。

③緩やかな学級の存在：子供自身のかつて挫折し

た「学校」観の再構築．学習の機会の保証等3）

を目指している。

一人一人の子供に合わせた環境作りのため、年

3回個々の児童.生徒の実態把握・個別指導計画

の作成とその評価が行われ、全教員の共通理解を

図っている（途中転入者は転入1ヵ月後に開催)。

その特徴としては、入院児を扱う特殊性から生育

暦や諸検査の結果等、通常の学校では得がたい情

報を基に計画が立てられ、学習面だけではなく心

理行動面の把握と改善に力点が置かれている（学

習に取り組む精神状態でないという判断もある)。

また、その中には長期目標と短期目標が立てられ

る3)｡
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て継続可能な記録法や観察法の習得が必要であろ

う。誰が担当しても、子供の状態を知ることがで

きる「記述」自体の必要性は云うまでもなく、そ

の行動・他者との関係から、背後に動いている心

の動きを考えるためにも重要である。子供と接す

る際の行動の捉え方を学んできて欲しい。

(2)個別指導の計画と実施にあたって

子供の実態把握に基づき指導計画を立て、 日々

実践しているが、常に評価してゆかなければなら

ない。指導計画の微調整も求められる。

指導計画が実践に移された時点で、実践そのも

のも子供たちを取り巻く環境の中に入る。よく聞

かれるPLAN-DO-SEEを環境アセスメントも含め

行ってゆくことが求められるであろう。

教員や仲間との関係の中で、他者への安心感と

信頼感をもち、学ぶ意欲を回復し、人生に挑戦す

る自信を育てる場の提供が、本校、そしてこれか

らの特別支援教育担当者が担う役割であり、期待

するところである。

引用及び参考文献

l)杉山登志郎： 「ひきこもりと高機能広汎性発

達障害」 「こころの科学j l23号、 36-43

2)全国児童青年精神科医療施設研修会:｢報告集」

No36、資料126

3）のぞみ分校:2005年度「研究のまとめ』

31-34 7-19

4）滝川一廣： 「発達障害再考一診断と脳障害論

をめぐって」 『そだちの科学』No8、 9-16

5）坂本龍生他編著： 「障害児理解の方法」臨床

観察と検査法学苑社

6）鯨岡峻：「発達障碍ブームは発達障碍の理解

を促したか」前掲4) 17-22

7）黒川新二： 「心の発達と三浦理論」 「人権と教

育jNo25、 126-137

8）黒川新二：「療育理論のなかの子ども観」 「人

6．おわりに

私たちは、個体と環境の相互イ

化している。成長過程の子供の2

し、ごく限られた狭い環境（社含

きず、つまずいている状態を「3

るならば、 よりよい環境を整備l

成長を見守る姿勢も必要である。

ちは、個体と環境の相互作用により常に変

いる。成長過程の子供の変化を「発達」と

く限られた狭い環境（社会）の中で適応で

つまずいている状態を「発達障害」と考え

ば、 よりよい環境を整備し、付かず離れず

権と教育』No34, 36-45
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病気の子どもの教育を担当する教員に期待すること

小川幸宣（滋賀県立守山養護学校）

(2)約10年前頃の入院児と病院の外の仲間の繋

がり

喘息や肥満、拒食症、心身症、神経症など心理

的な影響やコミュニケーション能力を高めること

を課題とする生徒が増える傾向にあった。子ども

同士の会話ができないが大人とであれば会話がで

きる生徒もいれば大人とも会話が成立しない生徒

もいた。交換日記や学級日記というものを活用し

て仲間との会話ができる生徒もいれば、できない

生徒もいた。顔を見て話をすると顔を背けられて

表情もわからない。どうコミュニケーションを

とっていこうかと悩んでいた時に、たまたま図書

室にある2台のパソコンを使って「ぺたろう」と

いうイントラネット対応の可愛いキャラクターの

付菱ソフトを使って「学校に来るのはいや？」と

書いて送った。すると「病院にいるよりマシ！ 」

と返事が送られてきた。その生徒と初めて言葉に

キャッチボールができたのがイントラネット上の

付葵である。一度返事をすると40分の授業時間の

うちに数十回も付菱が往き来した。それ以降、付

菱やメールで会話を繰り返すうちに普通に話がで

きるようになっていった。彼女にとっては自分の

世界から外の世界につながる第一歩。病弱養護学

校を卒業後もまだまだlクラスに40人もいる高校

へ通うことは厳しかったが通信制高校サポート校

生になり1対1に近い状態で授業を受け、卒業年

度には北海道にある広域通信制高校本校へスクー

リングと修学旅行に参加し卒業することができ

た。そのことが自信になり高校卒業後は専門学校

に進学し毎日元気に通学し多くの資格も取得して

いった。

不登校の体験をもった心身症的傾向の病気の生

徒が増えてからは、同じような病気の子どもたち

の学校とインターネットを活用してテレビ会議や

メールでの交流をおこなった。テレビ会議自体も

有効であったがテレビ会議をおこなう準備のため

に生徒同士がメールで連絡するところでは引っ込

1 ．はじめに

病気の子どもたちは、入院をしていることもあ

れば在宅療養をしている場合もある。ここでは入

院中の子どもたちが楽しみや見通しをもって仲間

とともに生きる意欲を高めていったことを中心に

述べることとする。

2．病院の中と外の繋がりを築いていこう

(1)約20年前の病院の外の仲間との繋がり

1983年に大津赤十字病院に隣接している大津養

護学校に勤めるようになった。腎炎・ネフローゼ

で1年程度の長期入院をする子どもたちが多く、

病院と学校の中だけの生活が長期にわたり外の世

界との繋がりが減るとともに関心もなくなってき

ていた。自分たちだけの社会に閉じこもってしま

うと明日への生きる力も萎えてしまう。当時は日

本語によるラジオ放送が10ヶ国ほどの国から放送

されていた。南米赤道直下の国エクアドルから

｢アンデスの声」という日本語放送があり、マリ

ンバの調べや日系の人たち向けの番組もおこなわ

れていた。何度か手紙を出すうちに親しくなりキ

ト日本人学校を紹介していただいた。このキト日

本人学校の子どもたちと作文発表会や意見発表会

のテープや手紙、地域社会の写真と研究、行事の

様子や歌の交換という交流を2年間行った。お互

いの国の歴史や伝統文化、環境問題等を調べて交

流することで、広い視野や異文化、地球規模での

環境問題といったことも主体的に学びあえた。ま

た、浪岡養護学校（青森県)、ふるさと養護学校

(富山県)、豊浦養護学校（山口県）など同じ病気

の仲間が入院している病弱養護学校と入院生活の

工夫や病院内でできる遊びや文化祭・運動会等の

行事の内容、地域の紹介、養護･訓練（自立活動）

の様子などを手紙やカセットテープで交流しあっ

た。同じ病気をもつ仲間との交流は自分たちの闘

病生活を見つめなおし積極的に「生きる力」を育

てることにつながった。
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み思案で無口な生徒のほうが、信じられないほど

の長いメールに気持ちを込め何度も書いて交流し

ていた。入院先だけでなく外の世界の仲間と交流

する中で、他者との関係をうまくとれるようにな

り、病状も改善していった。

(3)最近の入院児と病院の外の仲間との繋がり

滋賀県立小児保健医療センターに隣接する県立

守山養護学校に転勤してきて5年目になる。高機

能発達障害や軽度発達障害といった言葉がよく聞

かれるようになった頃、そういった児童生徒も入

院してくるようになった。一般に地域社会で話題

になることは病気で入院してくる児童生徒にも共

通している。インターネットで調べて県立小児保

健医療センターに入院してきた。ここの学校につ

いてもインターネットで調べてきたという児童生

徒も増えている。骨延長や側湾症といった整形外

科の児童生徒と摂食障害をはじめとする心の病気

や血液疾患といった小児科の児童生徒が多く在籍

している。

県外からの入院児が多く地元と離れての生活が

多くなるなかで地元の学校とメールをはじめイン

ターネット、手紙、学級通信等で日常的に交流し

ている。入院期間が短くなってきたとはいえ地元

の仲間に忘れられてしまうことが一番の不安材料

であり、病院の外の仲間とのやりとりは何よりも

元気づけられる。

自立活動で同じ病気の先輩と手紙やメールでの

交流もおこなった。今の病気の子どもたちの不安

や悩みを先輩に相談する。先輩は体験談やアドバ

イスをする。病院保育士になりたいと専門学校に

通っている先輩の夢に向かって努力している姿や

通院してリハビリをおこなっている日記がメール

で送られてくる。良いことばかりではなくリハビ

リで泣いた話やドジな話も多くあり、私と同じや

と言いながら病気や障害をもちながらどう生きて

いこうか。将来の夢や進路を考え、今の私は何を

していけばいいのだろうかと見通しをもって次の

ステップを考えることができるようになってきて

いる。

昨年度からNIE(教育に新聞を）実践校に認

定され,新聞を各学年とも毎日読み、関心のある

ニュースを切り取りニュースのポイントや感想を

書くようにしている。実際に新聞社の記者に来校

していただき話を聞く機会ももっている。社会か

ら離れて闘病生活を過ごしているが、社会で何が

おきているか知るだけでなく、 自分の意見をもて

るようになってきている。価値観が多様化し高度

情報化社会がすすみ、学校を卒業後も夢を叶えて

いくために情報活用能力を活かして自ら学んでい

く力を育てていくことが大切である。そういった

力を日々の社会の出来事や変化を知り、 自分なり

の方法で社会に関わっていくことを練習をしてい

くことも大切だと考えている。

(4)教科学習での繋がり

入院してくるまで勉強なんて嫌いだったという

児童生徒の多くが授業を楽しみにしている。どん

な勉強を今日は教えてくれるんだろうという好奇

心をもっと高めていこうと授業の準備をしてい

く。体調も病状も悪く今回の試験は無理だろうと

思われる児童生徒の中に、なぜか定期試験や実力

テストの時期になると病状が緩和される生徒が何

人かいた。不思議に思って聴いたことがある。「地

元の仲間と同じ高校に進学したいし。それに実力

テストは地元の友達と同じ試験を絶対に受けたい

し｡」という返事が返ってきた。病は気からとい

う言葉もあるが、地元の仲間と同じように試験を

受け、将来同じ高校に進学したいという気持ちが

病状を回復させていた。勉強したい、 もっと学び

たいという気持ちはどの子どもたちももってお

り、その気持ちを育てていくこと、教科授業の楽

しさを教えていくことも､病気の子どもたちの｢生

きる力」につながっていると確信している。

(5)心の繋がり

個室で熱や吐き気で苦しむ中でも、本当は毎

日面会に来て欲しいのに兄弟姉妹や家族を思っ

て「毎日毎日来ないで！ 」と言う生徒をよくみか

けた。 ドクターやナースには恐くて聴けないこ

と、母親や父親には心配をかけたくなくて言えな

いことが多い。医療関係者でも家族でもない教師

には愚痴を自由にできる。そういう関係をつくっ

て日々教育活動をおこなっていた。一緒に大声で

笑ったり、できるだけストレスを発散できるよう

に努めた。一緒に笑えるような楽しいことをする

だけでなく、誰にも言えない辛い気持ちを聴くこ
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の子どもたちにもおきている。常にアンテナを

はって情報を収集し、一人で全部をやるのではな

くネットワークを大切に様々な人々や施設と共同

して病気の子どもたちの教育を生活の質を充実さ

せていって欲しい。その為に教員になってからも

教科学習だけでなく病気の子どもたちに関わる研

修や努力、関係諸機関等との連携を対等におこ

と、 コメントや指導するのではなく、 「そうだね。

そう思ったんだね。辛いよねえ｡」と共感しなが

らうなずき聴くことで、孤独な気持ちを少しでも

和らげながら授業することが多くなった。病気や

心理学については時間があれば学ぶことに努めて

いる。

3．終わりに

一般の小学校や中学校でおきていることは病気

なっていく力量を高めていって欲しい。
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病弱虚弱教育の専門性をめく諒って

一病弱養護学校、病虚弱児教育教員養成課程及び

学校教育研究科障害児教育専攻で学んだ経験から一

中島栄之介（兵庫県立上野ケ原特別支援学校）

1 ．はじめに

2007年4月､兵庫県立上野ケ原特別支援学校(病

弱）に着任した。35年前は小学生として在籍し、

再び教員としてお世話になることになった。病弱

教育を受けたことが一つのきっかけとなり、大学

は教育学部病虚弱児教育教員養成課程（現：特別

支援教育教員養成課程病弱教育コース）に進ん

だ。その後、小学校教員（特別支援学級担任を含

む） となり、大学院学校教育研究科障害児教育専

攻（現：特別支援教育学専攻心身障害コース）へ

内地留学する等を経て現職に至っている。

本稿では、病弱養護学校に在籍し、大学及び大

学院で学んだ経験等をふまえて病弱虚弱教育の専

門性について考察を試みる。ただ、筆者自身の経

験を通じているため、主観的な内容が入っている

ことをご承知いただきたい。

たことは漢字がわからないことであった。教科書

が変わったこともあるが一番最初に受けた漢字テ

ストは0点であったことを覚えている。転校する

とこのようなことはよくあるが、当時は、困った

ことを誰かに相談して解決するということすらわ

からなかった。小学校には4年生の4月から戻っ

たので､学習の遅れはないと思っていた。しかし、

実態は割り算の筆算方法は学習しておらず知らな

い、 リコーダーは禁止されていたため吹けない、

泳げない（転校後も1年間は水泳を禁止されてい

た)、跳び箱も跳んだことがない等であり、漢字

への苦手意識も続いていた。

また、 1970年に大阪で開催された万国博覧会へ

は入院していたため一度も行けなかった｡しかし、

遠足でバスに乗ると必ずガイドさんに､｢万博（万

国博覧会）へは何回行きましたか」と聞かれるの

には閉口した。しかたなく、苦しまぎれに大きな

声で元気よく 「0回」と答えていた。現在でも、

既往歴を聞かれるとまだ病気は終わっていないの

かという思いになりつらい。

また、家族にとっても、大変な経験であったこ

とは言うまでもない。今まで、当時のことをあま

り多くを語りあうことはなかったが、上野ケ原特

別支援学校への勤務が決まってから家族に少し話

を聞いてみて驚いたことがいくつかある。現在は

心理カウンセラーとして開業している妹は､兄(筆

者）が養護学校に通っていたことで人に接する仕

事がしたいと思っていたという （中島、 2001)。

さらに、歌詞が印象深かったのか数回しか聞いて

いないはずの上野ケ原養護学校の校歌（当時の校

歌、現在の校歌は1983年設定）を今でもピアノ

で弾けるらしい（当時小学校入学前後)。また、

PTA会長を務めた父は、開校20年の記念誌や会

長時代に養護学校の玄関でとった写真を今でも大

2．病弱養護学校で

上野ケ原養護学校（現：特別支援学校）には、

肺結核症で1969年6月より1971年3月まで小学部

に1年9ケ月間在籍した｡卒業こそしていないが、

まぎれもなく母校という意識を持っている。

在籍中は、国立療養所（現：独立行政法人国立

病院機構）に家族から離れて入院しつつ養護学校

に通学する生活であった。入院生活は初めてでわ

からないことだらけであったが、養護学校に転校

した時の学習と、地元の小学校に戻って（学校分

離による校区の変更で前籍校とは異なる学校に通

学した）時の学習で困った記憶が強い。入院して

から約10日間ほどして始まった床上学習は、前籍

校の教科書を使い進度もゆっくりであったため

か、養護学校から先生が病室へ来て勉強ができる

ようになったというだけの印象であった｡しかし、

病棟から養護学校への通学を許可され、 まず困っ
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弱教育特論｣、近接領域では、「児童精神医学」 「児

童総合診断」「異常児心理｣「異常児の病理と保健」

｢児童精神療法の諸問題｣｢遊戯療法の実際｣等(大

阪教育大学平野分校、 1981)である。この他に隔

年開講の講義もあった。

講義は､病弱教育はもちろん医学（小児科全般、

小児神経、児童精神医学等）や心理学（発達、心

理療法等)、さらに病弱養護学校の校長経験者（時

には現職）による学校現場の話、大学病院小児科

病棟での講義、病弱養護学校等へ見学に行った後

のゼミ形式での話し合いなど、大学スタッフと地

域のネットワークを利用した非常に恵まれた多岐

にわたる内容が用意されていた。また、講義とは

別にほとんどの学生たちは、サークル活動などで

子どもたちや障害のある方と接していた上に、手

話通訳（聴覚障害のある学生も在籍していた） ・

点訳等のボランティア、教官らが主催する心理療

育リハビリテイション（動作法）や遊戯療法、こ

とばの相談室、ぜんそく教室などの手伝いなどへ

一人の学生が複数参加していることも珍しくな

かった。

今、あらためて在学中の講義ノートを見直すこ

とで実は非常にショックを受けている。もっと勉

強していれば良かったの一言につきる。例えば、

｢病虚弱教育I」 （高原、 1981)では、 「病虚弱教

育というものはあり得るのか」と言う問いから始

まり、病弱教育は概念がはっきりしていない問題

を抱えている、病弱という障害の特性は経過の多

様性である、 さまざまな制約により経験の幅が狭

くなる、個に応じた教育課程を編成しなければい

けない、予後を見通し教科学習のあり方を個別に

検討していく必要がある、今後は訪問教育の重要

性が増す、不登校の子どもたちを病弱教育で受け

入れつつあるなど、現在でも共通し参考となる内

容であった｡中でも､印象に残ったのは｢学習空白」

という用語の取り扱いであった。子どもたちは、

まわりの友人や大人、本、テレビなどからも学び

つづけており空白という言葉はふさわしくない。

まして病虚弱教育は空白を埋めるための教育では

ない。子どもたちの実態をきちんと把握して一人

ひとりに応じた教育を計画していくべきという内

容であった。自分自身が直面した問題でもあった

切にし、当時のPTA担当の先生と現在も交流が

ある。商社マンであった父に、冗談で「PTA会

長は、人生の中でお金にならない唯一の仕事だっ

たのでは」とたずねると真顔で「お金にならない

どころか持ち出しだった」と言われ、 「今だから

こそ初めて言うが」と当時の話をいろいろと聞か

せてくれた。

上野ケ原養護学校では、毎年8月の第1日曜日

を旧第1学部（慢性疾患対象の学部、 1992年度末

に廃止）の同窓会としている。2007年度は中止と

なったが､所用のため学校に行くと、昭和40年代、

50年代、 60年代に在籍した何人かの同窓生が来ら

れた。在籍中の様々な話を聞いているうちに、年

代を超えた共通の話題があるのに驚いた。代々受

け継がれていた秘密基地、冬季に凍った池にのっ

て怒られた思い出、 「兵隊さん」の怪談、共通し

たいたずらの内容､おやつを密かに調達する方法、

帰省（病院から外泊が許可されていたのは年2回

だけであった）の思い出、戻った学校で勉強では

苦労したが何とか乗り切ったこと、今でも入院時

代に流行した話題(例えばテレビ番組や歌謡曲等）

について行けないことなどである。そして、改修

前の校舎の位置を確認して「ああここで、こんな

ことがあった」「ここが教室だった」など､まるで、

元気になっていった過程を再確認しているようで

あった。同窓会は、仲間と話をしたり、学校の先

生に今の状況を報告したりすることで、前籍校へ

転校後のフォローアップの役割も果たしているよ

うにも感じた。

3．病虚弱児教育教員養成課程で

大学に在籍した当時、特別支援教育関係の教員

養成課程は養護学校・肢体不自由児教育・病虚弱

児教育・聾学校及び言語障害児教育で構成されて

いた。病虚弱児教育教員養成課程の必修は1科目

のみで、ほとんどの学生は特殊教育専門科目より

幅広く選択していた。病弱教育に関係のある開講

科目 （科目名は開講当時のまま表記した）は「異

常児教育Ⅳ（病虚弱児教育総論)」「小児医学概論」

｢小児病学I (総論) (必修教科)」 「小児病学Ⅱ

-A(各論)」「小児病学Ⅱ-B(各論)」 「小児病学各

論演習」「病虚弱教育I」 「病虚弱教育Ⅱ」「病虚
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ことから卒業論文には「学習空白」を取り上げた

(中島、 1984)。学習の遅れによる意欲の喪失こそ

が問題でないかと考察したが、学習の問題は一人

ひとり異なることから、重要な問題であるにもか

かわらず病弱教育の専門性として考察するのは非

常に困難であることを感じた。論文の口頭試問の

時に言われた、 「あなたという人間が養護学校に

行って何ができるのか」という問いは、今でも大

きな課題である。

の学生は病弱教育のことを勉強する機会を得られ

ないままで卒業している（山本、 2007)。また、

特別支援学校では、中学部・高等部の生徒が増え

てきているが、教員養成課程での基礎免許は小学

校となっている場合が多い。さらにたとえ、病虚

弱児教育教員養成課程の卒業生であっても、特別

支援学校（病弱）に、ほとんど勤務していないと

考えられる。同級生のうち何人かは大学卒業後し

ばらく病弱教育に携わっていたが、その後の人事

異動により一般校や他の障害種別の特別支援学校

に勤務している。一方、学校では校内外の研修

や、教職員組合による教育研究集会等も行われて

いる。病弱教育に携わる特別支援学校や特別支援

学級の研修は学校現場でも行われていると考え、

内容を検討していくことが専門性を高める上では

重要であると考える。例えば、学習の遅れを取り

戻すだけでなく前籍校に戻る前の「先取り学習」

を含めた個々の学習のあり方（古賀、 2007)、制

約の多い病室などでの教材の工夫（土屋、 2007)、

心理的サポートのあり方（尾川他、 2005)、教育

課程の編成、 自立活動の内容、前籍校との引き継

ぎの内容・方法等、病弱教育の専門性として重要

であると考えられるけれども大学や研究所の講義

や研究対象になりにくい細かいノウハウを学校現

場で蓄積し活用していく方法等が重要になると考

えられる。また、教科（筆者については、水泳、

リコーダー等）によっては前籍校に引き継がざる

を得ない内容があることを考えると病弱教育に携

わる特別支援学校や特別支援学級関係者だけでな

く、一般校も含めて蓄積されたノウハウを利用で

きるようにする必要性を感じる。一例を挙げるな

らば、大阪府立刀根山養護学校での、病理・教育

内容・指導方法及び前籍校への復帰支援方法等を

まとめた冊子作成（大阪府立刀根山養護学校創立

40周年記念研究誌委員会、 2007） （大阪府立刀根

山養護学校本校教育部、 2007)は、啓蒙・啓発・

記録及び教員の研修等の効果があったと考えられ

る。

4．学校教育研究科で

県内の小学校で10年勤務（通常の学級の担任を

10年） した後、 1994年4月から1996年3月まで

兵庫教育大学大学院学校教育研究科へ内地留学

し、AACを中心とした重症心身障害児（者）の

コミュニケーションをテーマとして研究を行った

(中島他、 1997)。大学院で初めて、DSMやレツ

ト障害、ネグレクトといった言葉を耳にした。そ

れまで、パソコン通信でニフテイサーブの障害

児教育フォーラム（現：障害児教育フォーラム、

http://www.fedhannet/)などを利用してかなり

の情報を得ていたと思っていた。しかし、勉強不

足を痛感するとともに大学卒業後の系統だった研

修や学会などへの参加の必要性を感じた。一方、

ゼミでの話し合いは貴重な情報源となった。例え

ば、病名が増えていることは病弱教育のみではな

く医学と関わりの深い特別支援教育全体の問題

(秋葉、 1996）であり、病名一つ一つに異なる教

育課程を用意するのではなく、病名から得られる

情報を教育課程の編成に生かしていくといったこ

とを話し合った。また、特別支援教育でよく使わ

れる「連携」という言葉も話題となった。 「連携」

とは、会議をすることなのか、他機関へ依頼する

ことなのか、連絡をすることなのか、ネットワー

クを作ることなのかわからない。安易に「連携」

と言う言葉を使わずに内容を吟味し適切に表現し

ていく必要性を感じた。

5．病弱教育の専門性をめぐって

教員養成は一義には、大学で行われるものであ

る。しかし、各大学での特別支援学校の教員養成

の内容は知的障害を中心としたものであり、多く

6．まとめにかえて

病弱教育は、療養所に入院するなどした結核児

童のために始まり、現在まで子どもには教育が必
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要であるという関係者の熱意に支えられて、入院

中や病弱虚弱であるすべての子どもたちを対象に

教育を行ってきた経緯がある。そのため、子ども

たちの病名は多岐にわたり予後は多様な経過を示

す。病弱教育に関わる教員に必要な知識や技能は

大学と学校現場で系統的に時間をかけて身につけ

ていく必要があると考えられ、内容や系統性につ

いては今後さらに整理していく必要があると思わ

れる。また、子どもの前籍校への転校や教員の人

事異動なども考え一般校や他の障害種も含めた幅

の広い啓蒙や研修も必要である。

近年、 「教員の専門性」という言葉を良く聞く

が、特別支援学校では、特別支援学校教員免許状

の保有率が専門性確保の指標の一つとされてきて

いる。しかし、免許状取得はスタートと考え、医

師における専門医制度のように病弱教育に関わる

教員についての専門性の客観的な内容と研修方法

や指針の具体化が早期に必要と考える。病弱教育

の専門性は非常に具体的な知識や技能の積み重ね

が多いため一般化しにくく、無理に一般化すると

通常の教育の専門性のようになってしまい見えに

くくなってしまう特性を持つ。病弱教育の専門性

に対する期待度はどれぐらいあるのかということ

も真蟄に受け止めつつ、今後とも実践の積み重ね

や学会などを通じた実践の交流や情報交換の必要

性があると考える。

専門性の向上は給与等に反映すると言うことで

はなく、病弱教育をうける立場の子どもたちのた

めであることを忘れてはならない。
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教員養成で病弱教育として何を学ばせるべきか

武田鉄郎（和歌山大学大学院教育学研究科）

1 ．特別支援学校教員の養成カリキュラムの

在り方

現在の「特殊教育に関する科目」を、 「特別支

援教育に関する科目」とし、 「特別支援教育の基

礎理論｣、 「障害のある幼児児童生徒の心理、生理

及び病理｣、 「障害のある幼児児童生徒の教育課程

及び指導法｣、 「障害のある幼児児童生徒について

の教育実習」について、必要単位数を修得するこ

とが挙げられている1)。

なお、特別支援教育を推進するために必要とな

る、個別の教育支援計画を策定するために必要な

資質能力、特別支援学校のセンター的機能、特別

支援教育コーディネーターの役割等、教員がチー

ムとして障害のある個々の幼児児童生徒に対応し

ていくために必要な知識、福祉・医療・労働など

の関係機関等との連絡・調整のための必要な知識

等については､上記の「特別支援教育の基礎理論」

においてその基礎となる知識等を修得するととも

に、指導的立場や特別支援教育コーディネーター

となる者等が、専修免許状取得の際に更にそれら

の知識等を深める学習を積むことや、現職研修を

積極的に実施することが必要であるとされている
l）
0

2．病弱教育で何を学ばせるべきか

「病弱教育で何を学ばせるべきか」という課題

を解決するためには、図1に示したような教師像

をイメージしたカリキュラムを編成することが必

要であると考える。

上記の特別支援学校教員養成カリキユラムをも

とに図lを解説する。まずは豊かな人間性が必要

不可欠である。しかし､この資質は教師一般にとっ

て必要な資質であるが、不安の高い病気の子ども

の教育に携わる者は安全感、安心感、共感、共有、

自尊心などの気持ちを高めることが重要である。

さらに教師としての一般的な知識・技能等が求め

られる。これは、特別支援教育教諭免許状の基礎

免許状になる教科等の教員免許状にかかわる専門

性を意味する。さらに図の一番上に示した専門的

知識・技能については、病弱教育の専門性として

考えられる。本稿では、紙面の都合上、 この「専

門的知識・技能」について自己管理をいかに支援

するかという視点に限定し、論じる。これらの内

容は、 自立活動が主となると考えられる。

自立活動の内容は、 「健康の保持｣、 「心理的な

安定｣、 「環境の把握｣、 「身体の動き｣、 「コミュニ

ケーション」の5つの区分の基に22の項目で構成

されている。 5つの区分ごとに示された内容の中

から、一人一人の児童生徒が必要とする項目を選

定し、それらを相互に関連付けて具体的に指導内

容を設定する。

病気の多様化に対応していくためには、 まずは

自立活動の内容から主な慢性疾患のそれぞれに必

要な項目を選定し、一般化し、それを基に各病気

の種類別に指導内容を明確にしていくことを提案

したい。慢性疾患をもつ児童生徒にとって一般的

に必要となる主な具体的指導内容例を次に示して

みる。

(1)病気の理解、生活様式の理解、生活習慣の形

成等に関する内容

ア自己の病気の状態の理解

／専門的､

知識･技能

教師としての一般的な

知識･技能等

豊かな人間性
安心感･共感･共有･自尊心などの

気持ちを高め､育ててくれる人

図1 病弱教育に必要と考える教師の専門性
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健康行動動

技能(自己管理）知識(病気）
教育

立 立

に〉
進路指導

自立活動

篭携

図2 自立と社会参加に向けての自己管理支援のための関連図2）

イ諸活動による情緒の安定

人との関係性を重視した各種の教育的活動（体

育的活動、音楽的活動、造形的活動、創作的活動

等）による情緒不安定の改善を図るための教育的

対応に関する内容

ウ病気の状態を克服する意欲の向上

各種の身体活動等による意欲・積極性・忍耐力

及び集中力等の向上、各種造形的活動や持続的作

業等による成就感の体得と自信の獲得など自己効

力感を強め、高めていくための教育的対応に関す

る内容

以上の内容に関しては、現在、子どもがもって

いる問題を把握し、その実態に合わせて支えてい

くことが重要であり、個別の指導計画のもとに体

調の変動等にあわせ、常に形成的評価を重視した

指導が必要である。

慢性疾患児が自立と社会参加に向けて、心理的

に安定し、 自尊心や自己効力感を高め、健康行動

を促進するために知識や技能を身につけ自己管理

能力を育む過程における環境因子との関連を図2

に示した。

人体の構造と機能の知識・理解、病状や治療法

等に関する知識・理解、感染防止や健康管理に関

する知識・理解

イ健康状態の維持・改善等に必要な生活様式の

理解

安静・静養、栄養・食事制限、運動量の制限等

に関する知識・理解

ウ健康状態の維持・改善等に必要な生活習慣の

確立

食事、安静、運動、清潔、服薬等の生活習慣の

形成及び定着化

エ諸活動による健康状態の維持・改善

各種の身体活動による健康状態の維持・改善等

(2)心理的な安定に関する内容

ア病気の状態や入院等の環境に基づく心理的不

適応の改善

カウンセリング的活動や各種の心理療法的活動

等による不安の軽減、安心して参加できる集団構

成や活動等の工夫、場所や場面の変化による不安

の軽減など知覚されたソーシャル・サポートの期

待を高めるための教育的対応に関する内容
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個人が健康の維持・増進を図るためには、様々

な専門家を含めた周囲の人々のソーシャル・サ

ポートが必要である。これら様々なソーシャル・

サポートを本人が認知し､知覚されたソーシャル・

サポートを高めていくことが求められる。小児が

んや進行性筋ジストロフイーなどターミナル期や

再発時、又は病気の進行などにおいて、病状の悪

化等で不安や緊張が高いときは、知覚されたソー

シャル・サポートを高めるようなかかわりが重要

である。周囲とのかかわりの中で安全感や安心感

を得ることができるような支援がなされると、子

ども自己や他者に対する信頼感が高められる。さ

らに教育環境の中での様々な活動やかかわりを通

して自尊心が高まると、 自己効力感も高まり、物

事に挑戦する力につながることが期待できる。こ

れらのことは個人の心理的、内面的な課題であ

る。慢性疾患児のこれら内面的課題を支援すると

共に、彼らの知識や技能を高めていくことも教育

の大切な営みである。慢性疾患児の場合は、自ら

の病気の理解を図り、 自己管理のための技能を身

につけていくことで、健康行動を促進させる。以

上の支援の全てが自己管理支援の中核であるとい

えよう。

さらに自立と社会参加を促していくためには、

医療、福祉、労働等と連携を図りながら、学校教

育において自立活動を基盤として進路指導、職業

教育を充実させていくことが求められる。慢性疾

患児への自己管理支援は、健康行動促進につなが

り、ひいては自立、社会参加への支援であるとも

いえる。

しかし、主に慢性疾患に対して行われている自

立活動は、特別支援学校（病弱）や院内学級の中

で行われているだけであり、小学校、中学校の教

育課程には自立活動は存在しない。小児慢性特定

疾患の治療事業給付人員のうち学齢児の約85％は

小学校、中学校に在籍し、外来通院を受診してい

る慢性疾患児であり、その子どもらも自己管理を

支援するということでは同様の課題を持ってい

る。このような現状からすると､特別支援学校(病

弱）や院内学級で行われている自立活動を核とす

る自己管理支援をいかに小学校、中学校で継続し

ていくかということが大きな問題になってくる。

特別支援学校（病弱）や院内学級から小学校、中

学校へ移行する際には、個別の教育支援計画が作

成され、 自己管理の支援が継続して行われるよう

に環境作りを進めていく必要がある。慢性疾患児

の教育的ニーズの中核をなすものは自己管理支援

に関する教育的対応であり、学校教育において、

今後この領域の教育内容、方法等が普及するよう

尽力する必要がある。慢性疾患児の自己管理を支

援していくための教師の専門性を高める大学での

教員養成の在り方、養護教諭養成の在り方につい

て検討・充実していく必要がある。

【文献】

1）中央教育審議会（2005）特別支援教育を推進

するための制度の在り方について（答申)．

2）武田鉄郎（2006）慢性疾患児の自己管理支援

のための教育的対応に関する研究．大月書店．
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病弱教育における専門性向上のための知識・技術・経験

平賀健太郎（大阪教育大学教育学部特別支援教育講座）

教育の果たす役割の理解

「講義を受けるまでは、勉強は病気が治ってか

らでいいのではないか、病気の子どもは勉強でき

ないのではないかと思っていたが、病気だからこ

そ教育とのつながりが必要であると感じた』とい

う旨の感想も学生からのレポートにはよく出現す

る。入院が決まった際の多くの子どもの心配事

は、病状の重大さや深刻さよりも、学校にいつ戻

れるのかということにあり、復学を目標に治療に

耐えていることも多い。また、入院中も体調悪化

などの理由で、教育を受けられないことを残念に

思う子どもも多い。点滴の処置を受けながら、辛

い副作用に耐えながら、あるいはベッドで横にな

りながらも、教師や同年代との仲間とともに、教

育を受けることを楽しんでいる子どもも珍しくは

ない。

病気の子どもは患者であるとともに、ひとりの

児童生徒でもある。病気の子どもを支えるために

は、医療面からのアプローチは欠かせないが、学

校教育のみが果たす役割も少なからず存在する。

病気を抱えながらの生活では、子どもやその家族

は、言葉にならないような不安や絶望感に襲われ

ることも多い。そのような時、学校教育とのつな

がりは、大きな心の支えとなる2)。学校教育から

の支援によって、否定的な側面に目が向きがちな

病気の体験を、肯定的な体験に捉えなおすことも

可能となることを、すべての教員に心に留めてお

いてもらいたいと願う。

はじめに

筆者は、教員養成系大学の特別支援教育講座に

所属し、将来教員を志望している学生や現職教員

を対象として、病弱教育に関する講義や研修を担

当している。本稿では、 日頃の筆者の教育・研究

活動'） 2)や、受講者のレポートで多く記述され

る内容を中心に、病弱教育での誤解されやすい点

や今後の課題､専門性を高めるための知識や技術、

および経験について述べる。

急性疾患と慢性疾患の異なりについての理解

学生からのレポートには、 『自分も風邪など病

気に罹ったことがあるため、病気になった時に必

要な支援は分かると思っていたが、病弱教育の対

象となる子どもたちの病気は大きく異なるもの

だった｣という旨の記述が少なからず認められる。

疾患の種類は、大きくは急性疾患と慢性疾患とに

分類されるが、両者の特徴とその異なりを理解し

ておくことの重要性を感じる。

急性疾患のみがイメージされていると、寛解と

いう概念が分かりにくくなることが推察される。

現職教員のレポートからも、 「退院してきた子ど

もは病気が治ったため、治療が必要でないと勘違

いしていた』という主旨の内容が認められること

が多い。病弱教育の大部分を占める慢性疾患は、

症状が軽減・消失している場合であっても、症状

が維持されている状態（寛解状態）であることが

多く、長期にわたる治療管理を必要とする。病状

が悪化している時期での特別な支援の必要性は理

解されやすいが、病状が安定している際にも、継

続した特別な教育的支援が必要であることを理解

しておくことが求められる。症状が悪化している

時期と病状が落ち着いている時期では、それぞれ

のニーズは異なり、支援内容を柔軟に変更してい

くことの必要性を理解しておくことが望まれる。

疾患の情報を調べる能力

病弱教育を学習するうえでは、代表的な疾患の

基礎知識を正確に理解しておくことが重要である

が、疾患の情報を、 自ら調べることのできる力も

備えておくことが望まれる。病気の種類は非常に

数が多く、実際に教職に就いた際は、講義で学ん

だ以外の疾患に直面する可能性も高い。疾患に関

する客観的な知識（性質、症状、治療内容、教育
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的配慮など）を、書籍や論文などを利用して調べ

るスキルを身につける必要がある。また、病気に

なった際の、患者やその家族の心理状態を理解し

ておくことも重要な専門性のひとつである。この

点は、当事者が執筆した手記を読むことが大いに

役立つ。そこには、経験した者でしか分かり得な

い感情の揺れや、 日常生活での困難が記されてい

る。病気の子どもを支援する中では、 「生きると

は何か｣という問題を避けて通ることができない。

手記は、病気が子どもやその家族の人生に与える

影響を深く理解したり、それぞれの教育観・死生

観を確立するうえで、有益な材料となることが期

待される。

事前に関係者からの指導を受ける必要があるが、

ボランティアが活躍する小児科病棟や、病気の子

どもを対象とした家庭教師の募集なども徐々に増

加している。筆者の周囲の学生においても,病気

の子どもと実際にふれあう経験は、知識としてだ

けではなく、体験として、支援の必要性を実感す

ることができ、病弱教育に携わりたいという想い

を強くする者が多いように感じる。

病弱教育の専門性の向上

現在の病弱教育で何よりの問題は、病気の子ど

もへの教育制度の詳細やその重要性が、現職教員

を含む関係者に知られていない現状であると考え

られる。現職教員からの受講後のレポートの中で

も、 「病弱教育に関する講義は初めて聞き、病弱

者に特別な支援が必要な意味が理解できた」とい

う記述が相当数認められる。従来は、病弱教育に

関する講義が開講されている大学や、教員を対象

とした講習は限定されていたが、今後は特別支援

教育への転換の中で、病弱教育に関する講義や講

習の機会が増加することが予想され、病弱教育に

おける専門性を有した教員の育成が期待される。

ただし、未だ小中学校の教員や、小中学校などの

教員を志望する学生が病弱教育に関する内容を学

ぶ機会は少ない。医療の進歩などを理由に、病気

の子どもの多くが通常の学級で教育を受けてお

り、小・中学校などの教員や、特別支援教育以外

の教員養成課程の学生が、病弱教育に関する知識

を得ることのできる場を設けることが急務であ

る。

病弱教育を専門的に学んでいない場合であって

も、的確な支援がなされていることも多いが、そ

れでもなお「学んだことがない者が多い」という

現状は改善が求められる。今後はすべての教職員

が、病気の子どもの特別なニーズを理解し、一定

レベルの専門性を獲得しておくことが望まれる。

関係者との連携の重要性の理解

病気の子どものニーズは、医療面・教育面． ,L，

理社会面と多岐にわたり、教員の専門性のみでは

対応することが困難であり、病弱教育では関係者

との連携による情報の共有が必要となる。そのた

め、利用可能な関係機関や職種を把握しておき、

必要に応じて活用できることが求められる。また、

学校内外での関係者との円滑な連絡調整を行なう

ためには、柔軟なコミュニケーション能力を備え

ておくことが必要である。コミュニケーション能

力は一朝一夕で高められるものではないが、いわ

ゆるカウンセリングマインドを身に付け、 さまざ

まな立場の意見に耳を傾けられることが重要とな

る。

関係者との連携を学ぶ際には、個人情報の保護

への十分な留意の必要性を理解しておくことが不

可欠である。病弱教育では医療情報を含む極めて

プライベートな情報を扱うことが多くなるが、こ

れらは本人や保護者の関与がない中で、情報伝達

される性質のものではない。事前に子ども、保護

者と話し合うことの必要性を十分に理解しておく

必要がある。

病気の子どもと交流する経験

病気の子どもと交流する機会があれば、可能な

限り経験しておくことが望ましい。従来は、感染

症の防止の問題などを理由に、関係者以外が病気

の子どもと接する機会は少なかった。現在でも、

おわりに

病気の子どもの支援を学ぶ過程の中で、 日々の

目標や活動内容を柔軟に変更していくことの必要

性・重要性を理解することは、特別支援教育の基

本となる一人ひとりのニーズに合わせた支援を行
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うことの意義を再認識するうえで大きな示唆を与

えてくれると考えられる。

なお、 ここで触れられなかった内容以外にも病

弱教育の専門性を高めるために必要な内容は数多

くある。本稿は、最近の筆者の教育および研究活

動で感じる内容に絞って論じられており、一般化

には限界もあり、今後も検討を重ねることが必要

引用文献

1）平賀健太郎2006通常の学級において病弱

児への教育的支援を困難と感じる理由 一教師

を対象とした自由記述の分析を通して一．大阪

教育大学障害児教育研究紀要、 29， 71－77．

2）平賀健太郎2007小児がん患児の前籍校へ

の復学に関する現状と課題一保護者への質

問紙調査の結果より一．小児保健研究、 66、である。

456~464.
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｢教員養成における病弱教育」教員養成で病弱教育として

何を学ばせるべきか医教一体

多田羅勝義（独立行政法人国立病院機構徳島病院小児科）

はじめに

筆者が徳島病院に赴任し、筋ジストロフイーの

こどもたちの診療を担当して14年が経過した。こ

れは同時に養護学校（徳島では現時点でまだこの

名称が使用されているのでこの名称を使用させて

いただく。） とのおつきあいの14年間でもあった。

この間、養護学校のみならず在宅のこどもたちを

通じて地元の学校との関わりも続いた。筆者に

とってこれら教育機関との関わりは実に興味深く

また貴重なものであった。私たちの欲しい情報が

学校にあり、一方学校の必要とする情報が病院に

あった。

今病弱教育は障害の重度・重複化とともに多様

化という問題に直面している。著者の担当する筋

ジストロフィ－はまさに重度・重複化の代表とい

える疾患である。一方、多様化という点に注目す

ると、対応している病名でも500を超えていると

いう。では筆者の筋ジストロフィ－経験は500分

の1にすぎなかったであろうか。いやそうではな

い。近年医学教育においてチュートリアルシステ

ムを採用する学校が多くなった。これは知識を教

えるのではなく取り組み方を学ばせるシステムで

ある｡同じ疾患であっても個々の患者は千差万別、

すべてを教えることは不可能、ならばアプローチ

方法をという発想である。病弱教育も同様であろ

う。こどもたちはひとりとしてまったく同じとい

うことはない。筋ジストロフイーのこどもたちへ

のアプローチはすべての病弱児童生徒に通じるの

ではないだろうか。

マンも落馬するし、決して万能ではない。複雑化

する現代医療をこなしていくには、 もはやチーム

医療しか選択肢は無いのである。

チーム医療を円滑に行うには各スタッフが縦で

はなく横並びということが重要である｡すなわち、

パラメデイカルではなくコメデイカルという概念

の導入が必要となる。 （もっともリーダーは医師、

これは譲れない｡）

さて、教育現場はどうであろうか。前述の通り

病弱教育現場では、重度化あるいは重複化が目立

つ。医学的にみても相当難易度が高いと思われる

こどもたちも通学している。担任教師がひとりで

引き受けられる範囲を優に超えている。校長先生

をはじめとした学校全体での取り組みが欠かせな

い。さらに、病院との連携も不可欠である。

医教連携なんて生やさしい！

「連携などという生やさしいものではなく、一

体化が必要である｣、西間のこの文章（西間三馨

育療37）を読み筆者は喝采した。病弱教育におい

て、 もはやたてまえの医教連携など何の役にも立

たない。そこで､ほんねで医教一体を考えてみる。

大障害

文字通り人馬一体、ロサンゼルスオリンピック

(1932年）で男爵･西竹一中尉とウラヌス号は数々

の障害を乗り越え馬術大障害で金メダルを獲得し

た。では医教一体で越えなければならない、病弱

教育における障害にはどんなものがあるであろう

か。

学校にもチーム医療的発想を

最近の医療現場では、チーム医療がひとつの重

要なキーワードとなっている。医療では従来あま

りに多くの権限が医師に集中していた。これは視

点を変えてみると、医師にスーパーマンたること

が求められていたと解釈できる。しかしスーパー

学校医と主治医

教育現場にもっとも関連のある医師は学校医で

ある。学校医制度は学校保健法第16条にも基づく

ものであるが、その資格は医師であるというだけ

である。学校医は通常地元医師会の推薦により就
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● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

学校における、医療的ケアではないと解釈さ
● ● ● ●

れる行為の取り扱い

平成17年7月26日、厚生労働省から都道府県知

事宛に次のような通知があった。 「障害者介護の

現場において判断に疑義が生ずることの多い行為

で、原則として医行為でないと考えられるものを

列挙したので、現場で判断する際の参考とされた

い｡」

同8月25日、文部科学省は都道府県教育委員会

宛に、 1．体温測定、 2．血圧測定、 3．パルス

オキシメーター装着、4．軽微な傷等の処置、5．

爪切り、 6．歯磨き、 7．耳掃除、 8． 自己導尿

補助・カテーテルの準備等、 9．涜腸、以上は原

則として医行為でないとの見解を示した。

平成18年2月10日、徳島県教育委員会教育長か

ら各県立学校長、障害児教育諸学校長宛に、医行

為でないと考えられる行為取り扱いが示された。

（ ）内は実施者を示す。

1．体温測定（養護教員)、 2．血圧測定（養

護教員)、 3．パルスオキシメーター装着 （養護

教員)、 4．軽微な傷等の処置（養護教員)、 5．

爪切り （教員も可)、6．歯磨き （教員も可)、7．

耳掃除（教員も可)、 8． 自己導尿補助・カテー

テルの準備等（決められた担当者)、9．涜腸（学

校では実施しない)､10.皮膚への軟膏の塗布（看

護師） 11．皮膚へのシップの貼付（看護師)、 12.

点眼薬の点眼（看護師) 13．一包化された内服薬

の内服（看護師)、 14.肛門からの坐薬挿入、鼻

腔粘膜への薬剤噴霧介助（看護師）
● ● ● ● ● ● ●

再度確認しておくが、以上は「医療的ケアでは
● ●

ない」とみなされる行為についての取り扱いであ

る。医療的ケアではないのであるから、実施者が

誰であろうと問題はないはずである。平成17年9

月21日に開催された徳島県障害児教育諸学校にお

ける医療的ケア検討委員会では、医療的ケアの実

施者をどうするかということで、与薬問題が取り

あげられた。筆者を含め医療側委員は全員一致で

与薬実施者に資格を問う必要はないとの意見で

あった。

徳島県教育委員会からの通知は筆者にとって、

｢なんだ､こりや！ 」であった。ではどうして「な

んだ、こりや！ 」になったのであろうか。

任することが多い。一般の学校医であればそれで

問題はないが､養護学校の場合はどうであろうか。

そこで学校医の専門性についてみてみると、せい

ぜい地元学校の場合は内科、耳鼻科、眼科、養護

学校の場合にはさらに整形外科医、精神科医等が

加わるとされている。しかし筆者の経験ではこの

程度の専門性では病弱教育の重度・重複化にはと

ても対応できない。そこで重要となるのは主治医

の関与である。これにより多様性の問題も解決す

る。

養護学校の学校医には主治医と綿密に情報交換

することが求められる。筆者の場合は学校医と主

治医を兼務しているケースがほとんどであるが、

主治医が別にいる場合には頻繁に連絡を取るよう

にしている。

小児科医療の崩壊

世間ではようやく小児救急医療態勢の危機的状

況が認識され始めた。しかし小児医不足は、救急

問題だけに止まらず病弱教育の対象となるような

慢性疾患の診療にも影響を及ぼしている。例えば

旧国立療養所系施設の小児科医等がこの任にあた

ると思われるが、彼らは急性期医療にもかり出さ

れ、 まったく余裕がない状況である。この欠陥を

解消するような即効性の特効薬は当然のことなが

らない。

医療的ケア

重度・重複化対策とはすなわち医療的ケアの問

題に他ならない。この医療的ケアは、 「医師でな

ければ、医業をしてはならない」と規定している

医師法第17条抜きには語れない。在宅での家族の

行為については、主治医の責任指導下である限

りわが子､家族への医行為の違法性は問われない、

と解釈されている。一方、学校や施設での教師ら

の行為については違法性が指摘されている。しか

も医師法は刑法である。したがってもし事件が発

生した場合送検するかどうかの判断は警察が行う

ことになるが、この点は重要でよく認識しておく

必要がある。家族が了解しているといった言い訳

は通用しない。
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医師法17条歯科医師法17条及び保健師助産

師看護師法31条の解釈について

先の徳島県教育委員会教育長からの通知には次

のような一文が付け加えられている。 「事故が起

きた場合の刑法、民法等の法律の規定による刑事

上、民事上の責任は別途判断されるべきものであ

る。と明記されていることに十分ご留意下さい｡」

医療事故が発生すると当事者は想像を絶するよう

な苦悩を味わうことになる。一般に、事故と行為

の因果関係について灰色の場合、刑事事件では無

罪、民事の場合は有罪の可能性が高いといわれて

いる。学校での事故では、当事者はまず家族等と

の対応に疲弊してしまうことは容易に想像でき

る。昨今のモンスターペアレンツの出現を考慮す

ると、 まず自らを守る姿勢を整えておくことも重

要であろう。 「なんだ、こりや！ 」も致し方ない

のかもしれない。

されている。この通知を踏まえ、平成16年10月22

日、文部科学省初等中等教育局長名で(16国文科

初第43号） 「在宅におけるALS以外の療養患者・

障害者に対する痕の吸引の取扱に関するとりまと

め」が通知された。

さらに平成17年3月24日、 「一定の条件下、在

宅におけるALS以外の療養患者・障害者に対する

家族以外の者による吸引を許容」という内容の厚

生労働省医政局長名通知（医政発第324006号）が

出された。気管切開における吸引という行為限定

ではあるが、医療の資格を持たない者の医療行為

が容認されたのである。

徳島県の養護学校における医療的ケアは、現在

相当面倒な諸手続きを経たうえで看護師が実施す

ることになっている。現状では致し方ないところ

であろうか。しかし、瀕死の小児科医に何とか踏

みとどまってもらうためにできるだけの簡素化が

必要である。ぜひ今後さらに検討していただきた

い。やはり養護学校では医療ケアが必須

平成16年5月、厚生労働省医政局医事課は「在

宅及び養護学校における日常的な医療の医学的・

法律学的整理に関する研究会」を立ちあげた。検

討項目は次の二点であった。

1． ALS以外の在宅患者に対する疲の吸引行為に

関する医学的・法律学的整理

2．養護学校における医療ニーズの高い児童生徒

に対するケアに関する医学的・法律学的整理

同研究会の報告書に基づき､平成16年10月20日、

厚生労働省医政局長名通知（医政発第1020008号）

が出された。その通知では、 「医療に関する資格

を有しない養護学校教員による淡の吸引等の取り

扱いは、看護師との連携・協力の下で行う｡」と

おわりに

筆者が徳島病院で最も精力的に取り組んできた

ことは、人工呼吸である。筋ジストロフィ－の人

工呼吸では実施期間が5年10年に及ぶことが珍し

くない。したがって、人工呼吸導入後の生活制限

をいかに少なくするかが重要な課題であった。人

工呼吸下での通学、修学旅行参加…、いずれも医

学的には容易である。しかし、その実現にはまだ

数々の障害を乗り越える必要がある。人馬一体、

いや医教一体となった取り組みが期待されてい

る。
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原著

｢普通教育」としての障害のある子どもの教育

一社会学的視点から－

福本良之（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科博士課程）

仁井康彦（兵庫県立神戸養護学校）

1．問題の所在

1・はじめに

障害のある人たちに対する社会の対応は、決し

て良い方向へばかり進歩してきたとはいえない。

ただ、現在の日本の社会は、そうしたなかで相対

的に良い状態であるといえる。しかし､教育に限っ

ても、すべての障害のある子どもの教育が、何等

の留保なしに義務制に移行したのは、ほんの四半

世紀前からである（福本2006)。

障害のある子どもたちに対する教育は、障害児

教育あるいは特殊教育と称されてきた。このよう

に称されてくると、障害のある子どもたちに対す

る教育が、障害のない子どもたちへの教育とは殊

更異なった教育であると看倣してしまうレーベ

リング効果を発生させる傾向を生じる(Becker

1963=[1978] 1993)。確かに、養護学校で学ぶ

児童生徒には、器質的な障害のため十分に能力が

発揮できない状態や、社会の環境が十分に整えら

れていないために生じる活動のしにくさ等、何ら

かの不自由さがある。しかし、障害それ自体は、

すべての児童生徒が持つ様々な属性の一つ（児童

生徒の一部＝属性の一つ）にすぎず、児童生徒そ

れ自体をあらわすものではない。法的にも、障害

のある子どもたちに対する教育は、障害児教育あ

るいは特殊教育である以前に普通教育であるとい

う点を看過してはならない')。

このような属性の問題と法的問題の存在は、理

念としての普通教育としての障害のある子どもた

ちへの教育を認めることと、普通教育としての障

害のある子どもたちへの教育を実践することは決

して同値ではないことを示している。その障壁の

一つが、障害のない人間＝多数者としての教員の

障害に対する認識である。

2．普通教育の困難さ一多数者の認識を超えて一

養護学校での教育を普通教育の一環と看倣すと

き、養護学校での教育も小中学校での教育も共に

普通教育に包摂される。同じように、養護学校の

児童生徒も小中学校の児童生徒も共に、普通教育

の対象としての児童生徒に包摂されることにな

る。少なくとも、教員側には、こうした認識が必

要である。以下のエピソードは、教員側の包摂の

認識について示唆している。

(エピソード1）

地域の高校生が集まって生き方や考え方を主張

する「生き方を考える高校生フォーラム」が、年

一回開催される。養護学校高等部も参加対象とな

る。昨年度（2005年）は、養護学校からの参加生

徒が最優秀賞を受賞した。障害があるためにつら

い思いをしてきたこと、それでもがんばってきた

こと、夢に向かって毎日努力していること等につ

いての発表であった。

障害のある生活というのは養護学校の生徒に

とっては、 日常（生活）である。その生活を表現

することは、 自分自身の置かれている状況を客観

的に把握しなおすことにもなり、有意義である。

さらに、その表現は、他者（障害のある生活をし

ていない者）からの理解の契機となる。こうした

表現を正当に評価することは、障害のある生徒に

とっては、意欲を生じさせることにもなり、教育

的に意味がある。

(エピソード2）

障害のある友達が養護学校で学んでいることを

知り、実際に足を運んでその様子を肌で感じると

いう取組の一環として、地域の小学校の児童会が
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｢みんなで一生懸命集めました」とベルマークを

持ってきてくれることがある。 「障害とたたかい

ながらがんばっている私たちの友達に、何かでき

ることはないだろうか｣ということの具伽上である。

学校（校種）は異なるが､同年齢の児童が､様々

な状況の中で生活しているということを実際に知

るということは、他者理解の契機であり、有効な

コミュニケーションの端緒であり、教育的にも意

味がある。

二つのエピソードは、障害のある児童生徒と、

障害のない児童生徒との交流という教育活動とし

ての観点からは、成果がある。この成果の前提に

は、 「大変そうだけどよくがんばっている、応援

するからがんばれ」等々の、他者に対する思いや

りにあふれる好意的な心情が存在していると考え

られる。相手を思いやるという点＝他者理解では

優れたものであり、 このような心情を育むことも

教育の課題として重要なことである。おそらく、

障害のある人とのかかわりが、この時点からス

タートしていくと考えられる。これら二つのエピ

ソードは、理解し、関係性＝コミュニケーション

を構築する契機として教育的に評価できる。

しかし、毎年契機で留まるならば、契機はあっ

ても進展はなく、関係性＝コミュニケーションも

深まらない。エピソード1のフォーラムで発言し

た障害のある生徒には、当然に言語能力がある。

とすれば、障害のある生徒の生活は、障害を基底

として表現するのは理解できるが、基底からの広

がりについても表現できるのではないだろうか。

障害を一つの属性と考えるならば、他の属性、他

の生活領域についても多くを語ることができ得る

と思われる。もし、障害を基底として、その基底

部分しか表現できないとすれば、それはその生徒

の生活をとりまく環境、広くは社会環境、狭くは

関与者（教員・保護者等）が、生徒の生活領域を

狭めているのではないかという疑念を生じる。少

なくともそうした疑念を持つことを教員には求め

られる。前述した包摂の認識があれば、障害とい

う属性は、個人の一部であり、他の属性の存在に

も目を向けるからである。したがって、障害とい

う属性とそれに伴う生活領域しか見出せないとし

たら、関与者たる教員は自らが障害という属性を

持つ児童生徒に対し、包摂の認識を有しているか

疑念が生じる。

二つのエピソードには､理解し､関係性＝コミュ

ニケーション（以下コミュニケーション）を構築

する契機が存在している。しかし、 これは、障害

のない人の側からの思いやりである｡思いやりは、

相手に関する関心が存在するからこそ発露され

る。関心なきところにコミュニケーションは発生

しないのだから、関心としての思いやりはコミュ

ニケーション成立過程の一つの要素である。しか

し、実際のコミュニケーションが成立するには、

少なくとも、もう一つ要素が必要である。それは、

相手を理解しようとする過程である。相手に対す

る思いやりと相手を理解しようとする過程は、 と

もに人間関係＝コミュニケーションを構築してい

く上で不可欠な要素であるが同値ではない。相

手に対する思いやりは、X氏がY氏をみて感じる

ということで完了するいわば自己完結的な状態で

ある。ブルーマーは「人間は、個人としてであれ

集団的にであれ、 自分たちの世界を構成する対象

の意味にのっとって行為しようとする」 (Blumer

1969=1991 : 19) と述べているように、 「大変そ

うだけどよくがんばっている、応援するからがん

ばれ」等々は、障害のない人たちにとっての「障

害のある人=児童生徒」に対する意味理解でしか

ない。そこには、障害のある児童生徒自身がどの

ように障害を認識しているのかという所謂健常者

側からの疑問が、欠落している。少なくとも、障

害のある児童生徒＝人間は、それほど画一化され

た薄い意味の対象ではない。ここでは、障害に対

する、障害のない人の世界からの意味は提示され

ているが、障害のある児童生徒からの意味が提示

されていない。ブルーマーが「自分たちの世界を

構成する対象の意味」と述べているように、障害

のある児童生徒も自分たちの世界（生活領域）の

固有の意味を持っていると考えるべきである。

コミユニケーシヨンの成立には、相手を理解し

ようとすることが必要であると述べたが、フェイ

ドンとビーチヤムは有効なコミュニケーション成

立のための理解の困難さを指摘し「言語共同体は

言語（たとえば英語を話すこと） と文化（たとえ

ば、家族単位、社会階層、世代、民族性、職業グ

－30－



ループなど）の両方に規定される。文化的な類似

性に加え、以前にその人たちのあいだで交流があ

れば、容易によい理解が得られる。コミュニケー

トしようとする話題について共通の考えをもたな

い人のあいだ、 または初対面の人のあいだでは、

おたがいに理解しにくいのは自明だろう」(Faden

andBeauchampl986=1994:257)と述べている。

この理解の困難さが、 （障害がある）＝〉 （大変

そうだ)=>(それでもがんばっているようだ)二(だ

から応援してあげたい） という図式を生じさせて

いると思われる。確かに、 この図式は、一面、当

を得ている。しかし、それは、障害のある人の特

定の属性、特定の生活領域に関して妥当するに過

ぎず、総体を語るには貧弱すぎる。フォーラムに

おける養護学校高等部生徒の受賞や、ベルマーク

贈呈が心地よい話題として新聞記事になるという

ことは、ある一面、理解の契機として評価できる

が、それで意味理解を完結させてしまう危険性も

同時にはらんでいる。

ブルーマーやフェイドンとビーチャムを基にす

るならば、相互に理解しにくい状態は、障害のあ

る人々とない人々の間に限定されることではな

い。むしろ、 日常的に理解の困難さと齪酪は、新

たな接触の中で生じていると考えられる。同一の

文化、属性を共有している人同士というのは、社

会的にみれば極めて縮減されたものである。むし

ろ、人間は､各々違った存在であるという理解が、

より妥当性を持つ。憲法第14条「すべて国民は、

法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会

的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会

的関係において、差別されない｡」との平等則の

前提には人間は各々異なった存在であるという認

識が存在し、それゆえに異なった取扱いをされな

いとの平等則が規定されているのである。包摂と

は、各々異なった存在（障害もその一つ） として

認識した上で、人間という上位概念に包摂しよう

とするものである。

包摂が可能となるのは、 自らと他者の違い、属

性の多様性を認識したうえで、相互に意味を理解

していこうとするコミュニケーションと新たな関

係性の構築においてである。普通教育は、すべて

の子どもを対象として行われる。すべての子ども

とは、子どもという以外、なんらの条件も付さな

い包摂された子どもを意味している。したがっ

て、普通教育の実践も属性の多様性を認識したう

えで、相互に意味を理解していこうとするコミュ

ニケーションと新たな関係性の構築において行わ

れることになる。

したがって、希求されるのは、すべての子ども

を包摂した教育＝包摂教育2）としての普通教育

の実践レベルでの実現に向けた過程の具体化であ

る。本稿においては、包摂教育としての普通教育

の実践レベルでの実現過程の可能性を検討し、 さ

らに普通教育と特別支援教育の関係性を明らかに

することを目的とする。

Ⅱ、普通教育としての障害のある子どもたち

への教育実践の可能性

1．校長Aの事例から見た養護学校での普通教

育一包摂の実践一

普通教育としての障害のある児童生徒への教育

実践と対等性の相互関係＝包摂の可能性の事例と

して、養護学校長Aを検討する3)。校長Aの調査

は、 2004年ll月より開始した医療と人間に関する

質的調査の一環として、 2005年6月に実施した。

分析の理論的支柱は､シンボリック相互作用論(ブ

ルーマー）に依拠し、相互作用に着目して分析を

行った。

具体的な事案としては、 「高等部入学者選考」

と「修学旅行」である。校長の行為は、学校経営

としてとらえられることが多いが、本事例におい

ては、教育活動ととらえた。なぜなら、第一には、

校長Aの行為は学校長として直接には教職員に向

けられることが多いが、最終的には教員を経由し

つつ児童生徒に享受されるものであること。第

二には、校長Aの行為は養護学校における普通教

育の実際的促進と考えられたこと。以上2点から、

校長Aの行為は、間接的であったとしても教育活

動と考えられるからである。

2．個別のニーズと普通教育

すでに述べてきたように養護学校の教育も普通

教育の中に位置している。確かに、障害が重度に

なればなるほど、養護学校の児童生徒の学習内容
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は、通常校の国語、算数、理科、社会といった教

科学習とは差異を生じてくる。しかし、このこと

は障害のある児童生徒の教育の特殊性を根拠付け

るものではない。すべての児童生徒には、それぞ

れ個別の状況に応じた教育が必要であるという一

般的な事実に含まれるに過ぎない。これは、 イン

クルージョンの基本的な認識でもある (Mittler

2000=2006:19-20)。ただ､障害のある児童生徒は、

その個別のニーズが一般的に顕在化しているに過

ぎず、個別のニーズに対応した教育の部分も含め

て総体としての普通教育を形成している｡そして、

各教科、道徳、特別活動、 自立活動及び総合的な

学習の時間からなっている養護学校の教育内容を

総体的に眺めるならば､個別的なニーズではなく、

児童生徒一般として執り行うべき分野も多い。

合格をしたということを通して、次また入学する

時の意欲に切り替えたい｡そういうことを通して、

新たな高等部で新たな自分を見つけて欲しい。そ

れは一緒に（合格発表を見に）来てくれた先生で

あったり、一緒に来てくれた保護者であったり。

それで合格を確かめてもらって、 4月からの思い

が変わってもらえたら、それがイニシエーション

という通過儀礼です。それを大事にする必要があ

る、そういう考えです。

と語っている。義務教育終了後の進路選択と進路

決定を人生の通過儀礼ととらえ、人間として成長

するために必要であるものと校長Aは考えてい

る。養護学校中学部の生徒は、実質的に高等部へ

の進学が約束されているため、義務教育期間の終

了に伴う達成感、その後の進路についての緊張感

や期待感を味わうことが少ないと思われる。その

ような生徒たちにも同じような経験（通過儀礼）

をさせたいとの考えのもとに、この取組が展開さ

れた。

校長Aは、通過儀礼としての入学者選考の実現

のため、以下の準備過程を行った。

①入学者選考委員会は、関係者以外立入禁止とす

る。廊下側のカーテンはすべて閉切り、必要に

応じて施錠する。

②検討を重ねて作成された学力検査問題等は、関

係者以外には絶対に目に触れることのないよう

慎重に印刷された後、施錠された校長室におい

て、用意された検査室ごとの封筒にいれ厳封を

し割印を押す。さらに、検査室ごとの封筒を保

存袋にて入れ、封をして割印。最後に校長室内

金庫に入れ、金庫を封印する。

③検査開始時刻､終了時刻の徹底。前日に各教室、

廊下、ホールの時計の整合を実施。当日はさら

に正確さを期すために電波時計を併用し、計時

の徹底をはかる。

④合格者発表のための準備も、施錠し、 カーテン

を閉めた校長室内で行う。移動式白板に、周囲

の目に触れないよう慎重に印刷された発表用紙

をはりつける。万が一、人目に触れても一瞬で

判別できないよう上下逆さまにし、その面を壁

3．高等部入学者選考における校長Aの実践

一普通教育として－

(1)実践

養護学校高等部は義務教育ではないので、入学

者選考が実施される。しかしながら、一部の養護

学校を除いては、特別な事情のない限り入学希望

者全員が合格できる。つまり、必要書類がそろっ

ていれば合格でき、校務としての高等部入学者選

考は、非常に簡単であるともいえる。こうした状

況の中で、形式主義ともとえられる可能性のある

｢高等部入学者選考｣を実施したのが本事例である。

本事例の「高等部入学者選考」は、 B県の盲学

校等高等部入学者選考要綱(以下要綱)にのっとっ

て実施された。基本的には、B県の公立の養護学

校高等部は、本要綱に従い選考過程を実施すると

されているが、校長Aが「手続き （要綱）に則っ

てしなさいとなっています。 （が） これまでが、

ともすれば、厳しい言い方をしたら、いい加減な

やり方で終わっているわけです」と述べているよ

うに、要綱にしたがって実施されていなかった部

分もあったと思われる。

こうした中、厳格に入学者選考を実施した理由

を校長Aは｢一人ひとりの子どもを大事にしたい、

もうそれに尽きる」と語っている。その「一人ひ

とりの子どもを大事にしたい」の具体化が通過儀

礼としての入学者選考である｡そのことを校長Aは、
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に向けて密着し、その上から大きな白布で全体

を覆う｡選考結果を外部にもらさないための処置。

(2)考察

校長Aは、高等部入学者選考における目的を

いるのかを確かめたいという好奇心が先行してい

た。教員Cが、校長Aの指示による入学者選考の

意味を理解するのは、合格発表の場である。合格

発表の様子を校長Aは「生徒（受検生） とそれか

ら担任の先生､その中学校での､それこそ抱き合っ

て涙してる」と述べている。その光景を見た教

員Cは「僕なんかもちょっとジーンとくるものが

あったですね。あっ、 こういうことやなというの

がありました。このためにやってきた…」と語っ

ている。

毎年、繰り返してきた入学者選考を校長Aは、

厳格かつ形式的に執り行うことを指示した。この

校長の行為は、教員Cに作用し、教員Cは校長の

行おうとしている入学者選考の意味を理解しよう

とした。その結果、合格発表の時点で、教員Cは

校長Aのいう入学者選考の意味を理解した。

教員Cによると、厳格な入学者選考は、当該養

護学校の内部進学者と中学部3年の学年集団をも

緊張させた。入学者選考に際し、面接練習も緊張

感を持って行われていた。これらは、明らかに負

担であるが、同年齢の普通校の生徒が当然体験す

る通過儀礼である。そうであるとすれば、緊張感

を受領することが可能な障害のある生徒において

も通過儀礼として教育的効果は存在し、普通教育

の過程で体験するもの、つまりは普通教育の一環

であると理解できる。

このような緊張感を与える厳格な入学者選考と

合格発表(それまでは受検生の学校に個別に通知）

により 「生徒（受検生） とそれから担任の先生、

その中学校での、それこそ抱き合って涙してる」

という合格発表の光景が生じた。ここに校長Aの

意図した通過儀礼は完了し、喜びをとおして達成

感と新たな社会（高等部）での意欲の喚起という

目的が達成された。

本事例の入学者選考は、校長Aの行為が最終的

には生徒・教員に理解され作用したと理解される

が、決して校長Aによる一方的作用ではない。校

長Aが、厳格な入学者選考を企図したのは、生徒・

教員からの作用が前提として存在していたからで

ある。それは、生徒に負担をかけない優しい入学

者選考（学力検査会場に介助として受検生の所属

する中学校の教員が入室することを認める．選考

この入試という大変さの中でね、やっぱり先生方

にも、先生方の思いの中で、こうして子どもを尊

重して大事にしていかんとならんのだということ

を改めて思って欲しいということと、子どもたち

が本当に自分の新たな人生に、今度はまた振り出

しをするんだという、それは保護者にも、そして

また一緒に来てくれた先生に思って欲しい。

と述べている。教員･保護者には「子どもを尊重」

するということの再認識、生徒には達成感と新た

な社会（高等部）での意欲の喚起、これらを目的

としている。そのために、厳格な入学選考を実施

した。実際、それまでの選考においては、学力検

査会場（当該県では試験ではなく検査であるとさ

れている。したがって､本稿では｢受検｣「受検者」

と表記した｡）に介助と称して受検生の所属する

中学校の教員が入室することがあった。さらに、

合格発表は、養護学校の校長が、受検生の中学校

の管理職に伝えるという方法で行われていた。こ

のような方式は、受検生、教員、保護者にとって

も負担がなく､優しい対応であるとも理解できる。

しかし、その優しい対応の中では、校長Aの目指

した目的の達成はありえない。校長Aの価値の中

では、受検が生徒の選考という意味を超え、 より

教育的意味を持つものとして把握されている。

一連の校長Aの高等部入学者選考における行為

は、受検生、教員、保護者に作用している。入学

者選考委員会委員として参加した教員Cは、 「①

入学者選考委員会室への関係者以外立入禁止、施

錠、カーテン閉鎖」では、厳格さに疑問を持った

と語っている。しかし、選考委員会を重ねるうち

に、 自らも厳格に対応しだし、 「③検査開始時刻

等計時の徹底」では、教員C自ら電波時計を準備

している。しかし、 この段階では、教員Cは、校

長Aの指示した厳格な入学者選考の意味を十分に

は理解していなかった。むしろ③に至るまでの過

程においては、校長Aが何をそこまでこだわって
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結果を個別に生徒の所属する学校に通知）による

生徒・教員の反応に依拠している。その限りで、

校長Aと生徒･教員の間には相互作用が生じている。

それまでの生徒に負担をかけない優しい入学者

選考における生徒と教員の関係性は、こと入学者

選考に関しては比較的希薄であったのではないか

と思われる。校長Aの指示による厳格な入学者選

考では、緊張感をともないながらも合格発表とい

う瞬間において生徒と教員の関係性は同士的結合

(達成感を共有する）にまで緊密化されたと考え

られる。このような通過儀礼としての入学者選考

の経験と達成感は、普通校においては散見される

ことである。校長Aの厳格な入学者選考は、普通

教育の一環として行われたものであり、養護学校

での普通教育の幅は、教員の認識に左右されるこ

とを示す一例である。

いう集団的対応に対する安心感である。

緊急時の集団的対応に対する安心の具現化を、

校長Aは「何か異様な赤い帽子と黄色のジャン

バー着て、 （校長は）あの辺りだと。それだけで

安心してくれると思ってました｡」と語っている。

実際には光源も頭につけ、遠くからでも識別可能

な服装で一定範囲内を巡回した。

(2)考察

校長Aの服装と行為は、障害のある生徒と一対

一になる自由時間において、各教員の緊急時の対

応に対する不安感の軽減を目的としている。この

ことを校長Aは「何かあった時には校長Aはそこ

にいるということだけ伝わったらそれで良い」と

語っている。

自由行動時、個別に生徒と行動する教員は、随

所で校長Aの姿を確認できる。緊急事態の対応を

常に意識しながらも､集団的対応への安心感から、

目の前の生徒に集中できる。教員が適度に慎重で

はあるが萎縮しない結果、生徒に過干渉となるこ

となく、自主性や意思を尊重する行動を保障する

ことにつながった。その結果、家庭や学校とは違

う環境の中で、 日常的ではない体験をし、 自らの

意思で移動し、要求する等の行為を行い、修学旅

行の目的を達成することができた。

修学旅行の目的は、普通校と基本的に変わらな

いとしても、実践においては生徒の属性としての

障害に留意することが強く求められる。それは、

障害のない生徒も同じであるが、安全性の確保に

由来する。身体的変調、移動等において、生徒の

属性としての障害が、 より強く安全性確保への対

応を求めるのである。この点で、校長Aの学校に

おいて修学旅行は、入学者選考に比較し、 より特

別支援教育の側面が大きくなっている。

緊急時の集団的対応に対する安心の具現化を、

校長Aは「何か異様な赤い帽子と黄色のジャン

バー着て（光源も頭につけ)」巡回することで行っ

たのであるが、安心の具現化はこのような方法以

外にも存在したと思われる。このような方法で安

心の具現化を行った理由は、 「ただ、行ってるだ

けではおもしろくない」「自分も楽しみながらや

れる方法を考える」と校長Aが語っている点にあ

る。校長Aによると、このような派手な格好で巡

4．校長Aの修学旅行引率一特別支援教育と

して一

(1)実践

修学旅行は、学習指導要領によると「平素と異

なる生活環境にあって、見聞を広め、 自然や文化

などについて親しむとともに、集団生活の在り方

や公衆道徳などについての望ましい体験を積むこ

とができるような活動を行うこと」 （文部科学省

2004)とされている。学校や家庭とは違う環境の

中で、有意義な体験を積むことができる活動を組

織することが、修学旅行において教員集団に課せ

られた課題である。

修学旅行の目的は、小中高等学校も養護学校も

基本的には変わらない。しかし、障害があるため

に対応を考えておくべきことは多い。急な発熱や

体調不良、怪我や迷子、周囲とのトラブル等、実

施においては、障害のある児童生徒の状況によっ

て十分な配慮が不可避となる。

生徒には個々に異なる障害があり （男子1名、

女子4名)、引率する教員集団4)の経験も比較的

浅かったが、ディズニーランドにおいて短時間の

夜間自由行動を設定した。校長Aは、 このような

状況を踏まえ、各教員が安心して行動できる方策

を考えた。この場合の安心とは、緊急事態発生時

において、校長以下が協力して対応してくれると
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回している際に、多くの人が視線を寄せ、何人か

が近寄って眺めたという。ある意味、校長Aは、

ディズニーランドの来園者にとっては奇異な存在

であり、ユーモラスな存在と化していたと考えら

れる。障害のある生徒は、来園者の中で少数者で

ある。また、ある意味で奇異な存在と受け止めら

れていたかもしれない。奇異な存在と受け止めら

れるという点で生徒たちと同化し、そのことに

よって生徒たちとともに修学旅行に参加していた

とも考えうる。仮にそうだとすれば、 自らを道化

と化し、障害という属性にとらわれがちな健常者

との間にソクラテス流のアイロニーを構築したこ

とになる。

題も保障すること」 （河添1984)つまり、障害に

起因する学習が、必要条件としての普通教育を保

障した実践であると考える。

Ⅲ．まとめ

二つのエピソードは、 日常生活で散見するもの

である。エピソード1において、障害という属性

を持った生徒が、その属性から生じる負の要素に

挫けず自らの生活を構築しようとする過程を表現

した時､多くの聴衆の感性はその姿に共感を示し、

励まされたと感じる聴衆も存在するであろう。こ

のような聴衆の反応は、すこぶる健康な反応とい

える。しかし、こうした健全な風景は、眺める位

置が変わると厳しい風景に転化する場合もある。

ある障害を持った幼児の母親は、好意的な「いつ

も明るく頑張っているね」という積極的な評価の

言葉に、 ときどき負担を感じると語っている。障

害の有無にかかわらず、育児は親に負担を強いる

局面がある。育児における親の負担は､経験則上、

障害のある子どもの親により多く生じる。周囲が

障害を持った幼児の母親に明るく頑張っている姿

を期待していると感じた場合、暗くうなだれた姿

はみせられないと障害を持った子どもの母や親は

思ってしまい、周囲の期待が大きな負担となりう

るのである。善意と好意に満ち溢れた言動も、悪

意なく阻害要因となる場合が存在している。人間

は、所属や属性により、言葉や行為の意味が異な

るのである。

このような人間と人間社会の特性に留意するな

らば、人間はそれぞれ異なった存在であると認識

することは容易である。しかし、教育実践、特

に、障害という可視化された属性を持つ生徒児童

の教育においては、可視化された属性に引きずら

れる危険性がある。この危険性に対処するために

は、教員は優れた人間相互の関係性の観察者であ

ることを求められると共に、異なった属性間のコ

ミュニケーション能力を有している必要がある。

この観察者としての能力とコミュニケーション能

力は､教員の専門性を構成していると考えられる。

換言するならば、観察者としての能力とコミュニ

ケーション能力は、児童生徒に社会化を促進し、

適切な人間関係を構築していく力を生じさせる際

5.二つの事例

「高等部入学者選考」は、普通教育としての取

組であると言える。養護学校での入学者選考は、

基本的に全員合格だからという経験的事実に拘泥

することなく、県内の公立盲学校等高等部が準拠

している要綱にしたがった通常の入学者選考の実

施例である。検査問題の内容、面接の内容や方法

等、障害があるために配慮すべきことは多い。し

かし、それらを理由として、校長Aの意図した教

育効果を否定することはできない。通常中学3年

生が経験する受検という緊張感や達成感を自然な

形で味わわせる。そのための受け手（入学校）側

の取組である。

「修学旅行」の事例では、直接児童生徒にかか

わる取組でもあるので、当然､個々の状況（障害）

に対応した配慮や支援が必要となる。これは、障

害があるために必要となる配慮や支援、指導とい

うことができる。この点を無視しての取組は、養

護学校では考えられない。しかし、この点だけを

重視した取組では、普通教育として考えることは

難しい。むしろ、障害のある児童生徒に対し、普

通教育の内容としての修学旅行を実施するため

に、必要な配慮や支援が何であるのかを考え取り

組んでいくことが必要であり、そのような視点で

実施されたのが本事例である。

これら二つの事例は、河添のいう「初等普通教

育､中等普通教育を施すことは必要条件であって、

その上に合わせて障害の軽減、あるいは克服の課
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の定めるところにより、その保護する子女に普通

教育を受けさせる義務を負ふ°義務教育は、これ

を無償とする｡｣と規定している｡いうまでもなく、

憲法は障害のある子どもを「子女」から除外する

ものではない。

さらに学校教育法第71条には「盲学校、聾学校

又は養護学校は、それぞれ盲者（強度の弱視者を

含む。以下同じ｡)、聾者（強度の難聴者を含む。

以下同じ｡）又は知的障害者、肢体不自由者若し

くは病弱者（身体虚弱者を含む。以下同じ｡）に

対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に

準ずる教育を施し、あわせてその欠陥を補うため

に、必要な知識技能を授けることを目的とする｡」

と記されている。 （同条の「準ずる」とは、同等

の扱いをするという意味である｡）つまり、障害

のある児童生徒が、盲学校、聾学校又は養護学校

(以下養護学校）において受ける教育は、幼稚園、

小学校、中学校又は高等学校で行われる教育を基

準としたうえで、 より自由に力を発揮し、快適な

生活を送ることができるようになるために、一人

一人の障害の軽減や克服をも目指すものである。

そして、養護学校で行われる教育も憲法のいうと

ころの普通教育である。

河添も｢『特殊教育』も『普通教育jの一環であり、

｢普通教育』としての『特殊教育jでなければな

らない」としている。しかし､同時に「｢特殊教育』

の概念に『特殊な教育』としての認識と強調があ

り過ぎる」と指摘し「初等普通教育、中等普通教

育を施すことは必要条件であって、その上に合わ

せて障害の軽減、あるいは克服の課題も保障する

こと」 (ibid) と述べている。

このように憲法で記された「普通教育」とは、

すべての児童生徒を包摂した教育である。した

がって、養護学校における障害の状況やそれによ

る不自由さに対する指導や支援は、 「普通教育」

に付加されて一体化されたものということができる。

障害の重い児童生徒の教育について、その障害の

軽減や克服を目指す自立活動が主として考えられ

たり、軽度発達障害と言われる子どもたちの教育

についても、周囲との違いへの対応のみ考えられ

たりすることは、それらの子どもに対する教育の

一部についてのみ考えられていることになり、そ

に不可欠な教員の専門性といえる。

障害のある児童生徒を教育する教員には、障害

に対する専門性も求められる。しかし、そこで求

められる専門性は、同じく障害を専門領域とする

医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴

覚療法士、介護福祉士等とは明らかに異なってい

る。それは、教員には、障害のある児童生徒に社

会化を促進し、適切な人間関係を構築していく力

を生じさせるという目的のために障害に関する専

門性を求められているという点である。この目的

と手段の関係を認識することは、障害を専門とす

る領域（医療、福祉、教育）における教育独自性

を自覚することになる。

校長Aの事例は、こうした専門性を基としてな

された実践である。さらに、障害という属性を

持った児童生徒の教育においては、すべての子ど

もを包摂した普通教育の視点と、属性に対応した

特別支援教育の視点の融合が求められる。校長A

の事例は、普通教育の視点と特別支援教育の視点

の融合に基づく実践であり、包摂教育としての普

通教育の実践レベルでの実現過程の可能性を、通

常の教育実践の中に示している。校長Aの入学者

選考と修学旅行引率の事例は、それぞれ普通教育

の実践例、特別支援教育の実践例と二分されるも

のではない。入学者選考と修学旅行引率のどちら

も、普通教育の視点と特別支援教育の視点が融合

され、ただ、比重に差が生じているに過ぎない。

人間は様々な属性を持ち、異なった存在であると

いう点に帰着するならば、特別な支援はすべての

児童生徒に必要なものであるといえるのであり、

特別な支援は普通教育に包摂されるのである。た

だ、障害のある児童生徒は、障害という属性に基

づく支援が緊要であることが多く可視化している

ので、特別支援教育として提示されているのであ

る。したがって、障害のある児童生徒に対する教

育における普通教育と特別支援教育の関係性は、

普通教育の内実を高め具体化するために特別支援

教育が存在するという上位規範と下位規範の関係

にあると解する。

補論一普通教育一

日本国憲法第26条2項は「すべて国民は、法律
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れだけでは不十分であるということになる。それ

らを含めての「普通教育」として、その目的・目

標達成への努力が、 より重視して取り組まれるべ

きものである。

現在進められようとしている「特別支援教育」

においては､一人一人の必要に応じて必要な指導・

支援を行うということが強調されている。そのた

め、特別に障害の部分に対応するという部分に傾

斜しがちであるが、基本的には「特別支援教育」

も「普通教育」の一環であるという認識が必要で

ある。

4） 表教員集団の属性
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【注】

1）補論参照

2）インクルージョンと包摂

本稿で使用する普通教育の意味は、 インクルー

ジヨンにほぼ重なる。しかし、インクルージヨン

の意味は、現状では必ずしも一義的ではない（福

本2006)。したがって、本稿においては基本的に

包摂と表記する。

3）医療と人間に関する質的調査

調査期間：2004年ll月より現在

調査参加者数：41名

調査参加者の属性：医師、看護師、患者、患者

家族、養護学校教員、弁護士、医療訴訟原

告、研究者（医学・哲学）

調査方法：広く生活に何らかの影響を及ぼした

医療に関し、調査参加者が自由に語るとい

う方式で行った。 1回の調査時間は、原則

2時間以内とし、 2時間を超える場合は、

新たに調査の機会を設定した。

なお、本稿においては、参与観察によって得た

事例も使用している。質的調査および参与観察に

おいて得られた資料は、参加者および協力者に使

用目的、使用方法を明らかにしたうえで、各々承

諾を得ている。
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性別
教 職

経験年数

養護学校

経験年数
備考

教員1 女性 13 1 中学校12

教員2 男性 8 4 小学校4

教員3 女性 2 2

教員4 女性 1 1

教員5 女性 8 4 小学校4養讃教諭



平成19年度日本育療学会総会報告

平成19年度日本育療学会総会は、平成19年8月

24日 （金）全逓会館にて開催した。平成19年8月

23日現在の会員数は205人。委任状提出51人、参

加者46人、計97人で、総会は成立した。案件は、

全部で7案件であった。

1)平成18年度事業報告

平成18年5月27日第1回理事会

平成18年7月22日第2回理事会

平成18年8月26日第3回理事会

平成18年8月26, 27日

第10回日本育療学会学術集会

（大会長横田雅史）

平成18年9月15日 「育療」第36号発行

平成18年10月21日第4回理事会

平成18年12月15日第5回理事会

平成19年2月3日第6回理事会

平成19年2月28日 「育療」第37号発行

平成18年3月24日第7回理事会

2）平成18年度会計決算報告・会計決算監査報告

（資料1）

3）育療学会会則改正の件（資料2）

4） 日本育療学会投稿規程の制定の件（資料3）

5）平成19年度役員選出承認の件（資料4）

6）平成19年度事業計画の件

1．理事会の開催

・第1回日本育療学会理事会

日時：平成19年5月12日出14:00～16:00

場所：独立行政法人国立特別支援教育総合

研究所東京オフィス

（東京都港区芝浦3-3-6キャンパスイ

ノベーションセンター404号室）

議題：①学会誌「育療」第37号の発送につ

いて、②学会誌「育療」第38号の刊

行について、③第11回日本育療学会

学術集会について、④第12回日本育

療学会学術集会について、⑤学会誌

「育療」の投稿規定・会則の改正に

ついて、⑥学会誌「育療」の平成19

年度の編集方針について、⑦関東地

区研修の開催について、⑧その他

。第2回日本育療学会理事会

日時：平成19年6月30日出14:00～16:00

場所：独立行政法人国立特殊教育総合研究

所リエゾンオフイス

議題：①平成18年度会計報告（案)、②平

成19年度予算案について、③第11回

学術集会開催進捗状況について、④

学会誌「育療」第38号について、⑤

学会誌「育療」投稿規程・会則の改

正について、⑥関東地区研修報告、

⑦その他

・第3回日本育療学会理事会

日時：平成19年8月24日勘9:00～9:30

場所：全逓会館（東京都文京区後楽l-2-7)

議題：①総会打合せ、②第12回学術集会打

合せ

2． 日本育療学会第ll回学術集会の開催

日時：平成19年8月24日㈹10:00～17:00

8月25日出 9:00～16:20

場所：全逓会館

会長中塚博勝（社会福祉法人大泉旭出学園

大利根旭出福祉園）

大会テーマ：「ひとり一人の子どもを支える

～医療・教育・福祉の現場における連携～」

3．学会誌「育療」第38， 39， 40， 41巻の刊行

4．研修会の開催

シンポジウム 「障害者は消費者になれるか」

横須賀市役所、神奈川県立保健福祉大学と共催

平成19年6月29日㈹18時30分～20時30分

5．その他

平成20年度第12回日本育療学会学術集会の

開催について、次回学術集会会長の宮城教育

大学中井滋教授からご挨拶があった｡日程は、

8月23日出、 24日(日)、場所は仙台市内、テー

マは、 「病気の子どものニーズに応える特別

支援教育」である。

7）平成19年度会計予算承認の件（資料5)

と進み、全件承認された。それぞれの内容につい

ては資料を参照されたい。
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資料1

日本療育学会平成1B年度会計決算報告

1．収入の部

●

2.支出の部

監査の結果､会計事務が適正に行われていることを確認いたしました。

平成19年5月31日

鱸日本育療学会監事必然礎

－39－

、

、

項目 予算額(円） 決算額(円） 内訳

前年度繰越金 557,233 557,233

会畏収入 750,000 746,㈹0

貸f ･金の返金 500,000 500,000 第10回学術集会開催準備金

利子 0 543

雑収入 20.m0 43.000 ｢青寮｣｢病弱教育§ﾐ｣頒布､寄付金

合計 1,827,233 1,846,776

項目 予算額(円） 決算額(円） 内訳

事勇費
学会誌制作費

印刷･製本費

発送費
■
■
０
ｑ
■
■
■ 渚調攪

前金 二度ラ ﾐ払い分

第10回 学術集会謂催補助金

総会費
通言費

研 彦費

1,088,0帥

590,000

480,000

108,000

2,000

178 000

100 000

10 000

10 000
■■■■■■■■

0”200

725,506

428,806

381,150

45,161

2495

177,900

100,000

10,800

8,000

0

育療36号．37号。37号改訂版発刊

育療36号135.450､育療37号135.450、

育療37号改訂版110.250

育療36号14‘480､育療37号14.480

育療37号改訂版14,320等

振込み手数糸等

育療35号印刷；艶および発送料

事謂 費 40,000 34,680 封筒､用紙等

振遡 :み口座徴収料 17,000 8,840 会費振込み手数料負担壷
』
ｐ
ｒ
。

貸f ･金 500,0帥 500,000 第11回学徳集会開催準｛ ;金

予備 i費 182.233 55.248 学術集会抄I最集購入･理 罫会費

支出合計 1,827,233 1,324,274

収支差額 0 522,502 次年度繰越金

総計 1,827,233 1,846,776



資料2

日本育療学会会則

第1条（名称）本会は日本育療学会と称する。

第2条（事務所）本会の事務所を、東京都文京区本郷1-15-4文京尚学ビル6階に置く。

第3条（目的）本会は、教育、医療、福祉、家族及び本会の目的に賛同する関係者の一体的な対応によっ

て､病気や障害のある子どもの健全育成を図り、研究･研修を推進しその成果を普及する。

第4条（事業）本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

1）学術集会の開催及び研究会・研修会の実施

2）学会誌及び図書等の刊行

3）関連団体・機関との連携

4）子どもの教育、医療、福祉等に関する調査研究及び知識の普及

5）ホームページ等による情報提供

6）その他、本会の目的を達成するのに必要な事業

第5条（会員）会員の種別は次のとおりとする。

1）正会員は、本会の目的に賛同し、別に定められた会費を納入した個人

2）賛助会員は、本会の目的に賛同し、別に定められた会費を納入した個人又は団体

第6条（会費）本会の年会費は次のとおりとする。

1）正会員 5,000円

2）賛助会員10,000円

第7条（役員）本会に次の役員を置く。

1）理事 7名以上12名以内

2）監事 1名

2．理事のうち次のものを理事の互選により役員として置く。

1）理事長 1名

2）副理事長 2名以内

第8条（選任）理事は、正会員の中から選任された者とする。また、特に理事長が必要と認めた者を理

事として選任することができる。

2．監事は、正会員の中から選任された者とする。

第9条（職務）理事長は本会を代表し、会務を総理する。

2．副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、予め指

名された順位によってその職務を代行する。

3．理事は理事会を構成し、この会則の定め及び理事会の議決に基づき業務を執行する。

4．監事は会計及び業務を監査する。なお、監事は理事及び事務局員を兼務できない。

第10条（任期）理事及び監事の任期は2年とし、再任を妨げない。

2．理事長及び副理事長の任期は2年とし、連続2期を超えてはならない。

第11条（会議）本会の会議は、総会及び理事会とする。

第12条（総会）総会は年1回の開催として、正会員の4分の1以上の出席をもって成立し、事業、予算・

決算、監査、役員の選任及び重要事項を審議する。

2．総会の成立には、書面出席者も含める。

－40－
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第13条（理事会）理事会は必要に応じて理事長が招集して、理事の過半数の出席をもって成立し、総会

に諮る事項及び業務の執行に関することを審議する。

第14条（事務局）本会の事務を処理するために事務局を設置する。

2．事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。

3．事務局長及び職員の任免は理事会が推薦し、理事長が行う。

4．本会の目的を達成するため、必要に応じて事務局内に専門委員会を設置する。専門委員

会の設置及び委員の選任は理事会で協議し、理事長が委嘱する。

第15条（名誉理事長及び顧問）本会に名誉理事長及び顧問を置くことができる。

2．名誉理事長は、理事会の推薦により総会で承認を得て理事長が委嘱する。

3．顧問は、理事会の推薦により理事長が委嘱する。

第16条（会計）本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第17条（会則の変更）会則の変更は総会に諮る。

付則本会則は平成6年5月29日から施行する。

付則本会則は平成16年6月19日から施行する。

付則本会則は平成19年4月1日から施行する。
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資料B

投稿規程

2007年4月1日制定

1．本規程の対象論文及び投稿資格

ここでは， 日本育療学会学会誌「育療」に掲載する原著論文，事例研究，資料，総説・展望実践研

究の投稿について規定する。本学会誌に投稿する論文は，子どもの心身の健康問題に関連するテーマに

ついてのものとする。投稿資格は共著者も含め本学会員であることとし，他の学術誌等に未発表のもの

に限る。

2．論文の種類

原著論文，事例研究，資料，総説・展望，実践研究のいずれかを指定すること。内容によっては，論

文の種類の変更を求める場合がある。

〔注〕投稿原稿の種類

原著論文：理論的，実験的又は事例的な研究論文で独創性の高いもの

事例研究：個別事例を扱う研究

資 料：有用な資料で会員の参考になるもの

総説・展望：研究・調査論文の総括及び解説， または活動，政策，動向などについての提言

実践研究：実践報告で，実際的な問題の究明，解決を目的としたもの

3．原稿の仕様

原則としてワード・プロセッサーなどを使用し, A4判用紙に明朝体10.5ポイントで作成し, 1ペー

ジ当たり32字×25行（800字）にて印刷し提出する。頁番号を原稿の下部中央に記す。投稿原稿のA4用

紙およそ2枚が，刷り上がりの1頁に当たる。要約，本文，図表引用文献を含めて刷り上がりは10頁

以内を原則とする。

4．要約とキーワード

論文の概要が把握できる和文要約を400字以内で冒頭に記し， キーワードを3～5個で記す。また，可

能な限り，英文要約を文末に300語以内で, Keywordを3～5個記載することが望ましい。

5．表記

記述は平易で明瞭なものとし，現代かなづかい，常用漢字，算用数字を用い，である体を原則とする。

外国人名，外国地名など以外は可能な限り，一般的な訳語を使用する。計量単位は原則として,mg, g,
kg,ml,dl, l,mm, cm,mなどと表記する。

6．図表

図表にはタイトルをつけ,原則として本文と同一の言語とし,図1，表lのように書く。なお,キャプシヨ

ン（図表に添える説明文）は,図の場合は図の下に,表の場合は表の上に記載する。図表は明確に作成し，

別紙に一枚ずつまとめておく。また，本文中に図表のおよその挿入位置を本文の右位置に明示する。
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7．倫理上の配慮

論文内容に関しては，十分な倫理上の配慮がなされていることが必要であり，適切に倫理基準を満た

している旨を論文中に明記する。

8．提出方法

投稿する原稿はオリジナル1部と， コピー2部，およびデジタルデータ （フロッピーディスクもしくは

CD-R)を添えて提出する。フロッピーディスク (CD-R)には，著者名, OSの種類，使用ソフトとその

バージョン，ファイル名を記す。また，論文の種類，投稿者氏名，郵便番号，住所，電話番号,FAX番号，

E-mailアドレス，および希望する連絡先を別紙に記す。なお，デジタルデータの提出はE-mailでも可能

とする。

9．表紙

投稿の際は，論文の表紙として，論文の種類，表題，著者氏名（共著者含む)，所属，英文表題，英文

著者氏名を記したものを添付する。

10．掲載費用

印刷等に要した費用は，原則として当分の間本学会が負担とするものとする。ただし，別刷を希望す

る場合は，実費著者負担にて希望部数を印刷し，送付する。

11．引用・参考文献

文中の引用･参考文献には引用順に右肩に番号を記し，末尾の引用･参考文献欄に番号順に記す。引用・

参考文献の記載方法は以下のとおりとする。

（1）雑誌の場合：著者名（共著者名もすべて記載する)，発行年，表題，雑誌名，巻，頁の順に書く。

(2) a)単行本の場合:著者名（共著者名もすべて記載する),発行年，表題，発行所，発行地，版数，

引用頁の順に記す。

b)編著書の分担執筆部分等の場合:著者名,発行年,分担執筆部分の表題,編集者名,書名,発行所，

発行地，版数，引用頁の順に記す。

日本語雑誌の場合：小林一郎，島津二郎，坂本三郎（2000）病弱児の心理的ストレス，○○研究

学会誌, 20, 317-323.

外国語雑誌の場合:Johnson,J.,Johns,N. (2005)EHectofcopinghrstressorsonstressresponses

inpatient,Journaloflkuryo,10,25-32.

日本語単行本の場合：草野四郎（2002）病弱児の心理的支援．○○出版，東京，第5版, 170-180.

外国語単行本の場合:Brown,J.,Reid,GJ.(1995)Developmentandchndrenwithkidneydisease.

BrawnandCo,NewYork,162-156.

日本語編著書の一章の場合：奥田五郎（2006）病弱教育におけるコーディネーター．大沼六郎編，

特別支援教育と病弱．○○出版，京都，初版, 110-135.

外国語編集書の一章の場合:Rutter,E､,Hiew,A. (1996)DiseaseandnlnessandSickness.Evans,M.

(Ed),Handbookofanxietyofchildrenwithchronicdiseases,IkuryoPress,NewYork,45-87.

（3） ネット文献の場合：著者名,Webページの題名,Webサイトの名称（著者名と同じ場合は省略し

てもよい)，更新日付，媒体表示，入手先，参照日付の順に記す。

日本語の場合：岡田直樹． “病弱者への教育的支援における今後の課題"、病気の子どもと教育Q

&A. (更新2003-02-24) (オンライン),入手先<http://www.kyoiku.ac.jp/tokubetsu>, (参照
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2006-10-08)．

欧文の場合: IkuryoUniversityHospital. "Pediatrics&ChildrenQ&A'' . (updatel(

(online),availablefrom<http:"www2kyoiku.acjp/tokubetsu>｡ (accessed2005-08-07).

1999-11-30）

12．著作権

本学会誌掲載の著者物の著作権は，本学会に帰属するものとする。

13．原稿の送り先

投稿原稿送付の際には，封筒の表に投稀

〒113-0033東京都文京区本郷1-15-4 3

E-mailでの宛先japanikuryo@ybb.ne.jp

封筒の表に投稿

文

論文在中と朱書し，下記宛に簡易書留などで郵送する。

京尚学ビル6F 「育療」編集部
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資料4

日本療育学会平成1g年度役員等名簿

－45－

名誉理事長 加藤安雄 横浜国立大学名誉教授

役 職 氏 名 所 属

理事長 山本昌邦 横浜国立大学名誉教授

副理事長 西牧謙吾 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所上席総括研究員

理 事 石橋 祝 元東京都立児童保健院院長

理 事 小林信秋 NPO難病のこども支援全国ネットワーク事務局長

理 事 棹山勝子 前神奈川県立横浜南養護学校校長

理 事 滝川 国芳 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所主任研究員

理 事 土屋忠之 東京都立久留米養護学校清瀬分教室教諭

理 事 中 井 滋 宮城教育大学教授

理 事 中塚博勝 大利根旭出福祉園園長

理 事 演中喜代 東京慈恵会医科大学教授

理 事 横田雅史 愛知みずほ大学教授

監 事 佐藤 隆 元全国病弱養護学校長会会長



資料5

日本療育学会平成19年度会計予算

1 収入の部

支出の部2

－46－

項 目 予算額(円） 内 訳

前年度繰越金 522,502

会費収入 900,000 5,000×180人

貸付金の返金 500,000 第11回学術集会準備金

雑収入 20,000

合 計 1,942,502

項 目 予算額(円） 内 訳

事業費

諸雑費

第11回学術集会開催補助金

1,085,000

725,000

640,000

80,000

5,000

100,000

20,000

10,000

30,000

200,000

160,000×4回(育療38.39.40.41号）

20,000×4回(育療38.39.40.41号）

振込み手数料等

小規模研修会開催補助

事務費 40,000

貸付金 500,000 第12回学術集会準備金

予備費 317,502

合 計 1,942,502



第39号育療編集後記

育療第39号をようやくお届けすることが出来ました。今年度の大きな仕事として、学術団体として充

実を図るために、会則改定、投稿規程の制定を行いました。それら内容については総会報告及び資料に

入れていますので、ご参照ください。

特別支援教育元年に当たり、第39号では「教員養成における病弱教育」をテーマに、徳島文理大学人

間生活学部の島治伸教授にまとめ役をお願いしました。多彩な人選で、改めて、病弱教育の広さと深さ

を認識出来る内容でした。

今回の投稿論文は原著1編です。特別支援教育元年にふさわしい「普通教育」における障害のある子

どもの教育を社会学的視点から切り込んだ意欲作です。

育療への投稿論文は、査読付き論文として研究業績になります。会員の皆様の論文投稿をお待ちして

います。

西牧謙吾
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編集委員

勝子 滝川国芳

喜代 平賀健太郎

＊ （編集委員長）

小林信秋 棹山

西牧謙吾＊濱中

郁子

鉄郎

由則

小畑

中井

山本

文也

滋

昌邦

笠原

中塚

横田

芳隆

博勝

雅史

及川

武田

村上

編集規定

1．本誌は､日本育療学会の機関誌であり､病気や障害のある子どもの健全育成を図るために､教育､医療、

福祉、家族、福祉等に関する論文を掲載する。当分の間、年3号発行する。

2．投稿資格は、連名者も含め日本育療学会会員に限る。

3．投稿論文は編集委員会で審査され、掲載の可否が決定される。

4．内容は、原著論文、事例研究、資料、総説・展望、実践論文などとする。

・原著論文は、理論的、実験的又は事例的な研究論文でオリジナルなものとする。

・事例研究は、事例を扱う原著とする。

・資料は、資料的価値のある論文とする。

・実践研究は、教育、医療、福祉などの実践をとおしてなされた研究論文で、実際的な問題の究明、

解決を目的としたものとする。

5．特集については、学会の趣旨に関連あるその時々の社会の動き等の課題を取り上げ、問題とその解

決策等を明確にする。なお、特集の責任者は編集会議で決定し、その責任者を中心に特集を組む。

6．プライバシーの問題や倫理的に問題のある研究や表現は認められない。

投稿規程については、別に定める。
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シンボルマークの意味

育…教育という意味で鉛筆

療…医療で聴診器と赤十字

あたたかい心でつつむという意味でハート

あかるく微笑む子どもの顔

「岸本ますみさんの作」

福祉関係者でつくる日本育療学会教育 医療 家族

』


